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平成 17年度業務運営の要点

1 .総括的運営方針

平成 17年度は、第 1期中期計画(平成 13 - 1 7年度)の最終年度であり、研究

組織友び研究ブロジ.エク卜の円滑な運営、新たな研究棟を含む研究基盤の整備並び

に所内諸システムの運用と一層の改善に努めることにより、中期計画で設定された

業務目標の着実な達成に向けて以下の取組を進めた。

このほか、 18年度からスター卜する第 2期中期目標期間における研究内容・計

画、研究等の組織体制、人事制度の検討を行った。

2.研究の着実な実施

重点特別研究プロジェク卜及び政策対応型調査・研究

・重点特別研究プロジェク卜友び政策対応型調査・研究については、中期計画の目

標の達成に向け着実に推進し、 18年5月の外部研究評価委員会において、中期

目標期間の事後評価を受けた。

・事後評価においては、重点特別研究プロジェク卜については、昨年度の年度評価

に引き続き、高い評価を得た。政策対応型調査・研究についても、化学物質のリ

スク管理、循環型社会の形成に関する分野とも、着実な知見の蓄積が見られる等

との高い評価を得た。

・事後評価の結果は、各委員からのコメン卜を含め、 18年度に開始された第 2期

中期計画に基づく研究計画の再点検と必要な見直しに活用し、今後の研究の一層

の進展を図ることとしている。

基盤的調査・研究

・ 6つの研究領域において環境研究の基盤となる研究を実施したほか、所内公募研

究として、主に若手研究者の育成を主眼とした「奨励研究」、及びプロジェクト

型の「特別研究Jを実施した。

・ 「奨励研究Jについては、公募及び所内の研究推進委員会による評価を行い、 3
6件の基盤的研究友び長期的なモニタリングに関する研究を行った。なお、奨励

研究制度については、フォローアップ調査を行い、その結果を踏まえて 17年度

の募集を行った。特別研究については、外部研究評価委員会の事前評価を行い、

新たな 4課題を含む 10課題を実施した。

知的研究基盤

・環境研究基盤技術ラボラトリーにおいて、環境標準試料汲び微生物保存株の所外

等への提供を行った。地球環境研究センターにおいては、地球規模での精綴で体
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系的かつ継続的な地球環境モニタリングを行い、データベースの構築と運用を行

った。

-またその成果については、 18年5月の外部研究評価委員会において、中期目標

期間の事後評価を受け、昨年度の年度評価に引き続き、高い評価を得た。

3.企業、大学、地方環境研究所等との連携

・企業との共問研究 (13件)、企業からの受託研究友ぴ研究奨励寄付金による研

究 (34件)について、着実に進めている。特に(社)日本自動車工業会との聞

では、 15年度から自動車排出ガスに起因するナノ粒子の生体影響に関する共同

研究を実施しているほか、環境ナノ粒子に関するシンポジウムを協力して開催し

ており、 17年度は、 120 0 5ナノ粒子国際シンポジウムjを開催した。

・大学との聞の交流協定等は、 3件増の 15件となった。人的交流としては、研究

者が大学の客員教員・非常勤教員となるほか、大学からの客員研究員や研究生の

受入れなどを行っている。

・全園地方環境研連絡協議会と連携して、第 21回全国環境研究所交流シンポジウ

ム(テーマ「大気環境研究の現状と将来一都市大気汚染・越境大気汚染・酸性雨

-J)を開催するとともに、地方環境研究所との協力に関する検討会を開催した。

また、 25の地方環境研究所との聞で 63件の共同研究を実施した。

• U N E P、IPCC、OECD等の国際機関の活動やGE 0 (地球観測グループ)、

IGBP、Speci es2000 (生物多様性研究ネットワーク)等の国際研究プログラ

ムに積極的に参画するとともに、 UNEPなどによるミレニアム・アセスメン卜、

G T I (世界分類学イニシアティブ)のフォーカルポイン卜、 AsiaFluxネット

ワーク、 G I 0 (温室効果ガスインベントリオフィス)、 GC P (グローバルカー

ボンプロジェクト:平成 16年4月から)の事務局としての活動等の取組を進め

た。さらに、気候変動枠組条約締約国会合(C0 p)の公式オブザーパーステータ

スが認められ、 17年 12月のCOPll(モントリオール)にNGOとして参加

した。

4 .研究員の確保、職務能力の向上

・研究課題への対応等のため、 17年度においては、公募により研究系職員 17人

(うち任期付研究員は 7人)を新たに採用した。一方で職員や 17年度末に任期

満了となる任期付研究員等の大学への転出者等が23人(うち任期付研究員は 1

5人)あり、 17年度末の研究系職員の数は、前年度 20 9人に比し 6人減の 2

o 3人となった。その結果、研究系職員のうち任期付研究員は 16年度末に比べ

8人減の 26人、割合にして 12. 8 %となり、任期付研究員の割合を 13 %程

度とする中期計画の目標は達成している。

・増大する研究ニーズに応えるため、 NIESフェ口一、 NIESポスドクフェ口

一等の研究費により雇用する研究員の採用を進めた。 17年度末の員数は 15 4 
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人であり、前年度 13 0人から 24人の増加となった。

・職員の職務能力向上のため、面接による目標設定と業績評価を行う職務業績評価

制度を全職員を対象に実施した。 16年度職務業績の評価結果については、 17 

年度の 6月期ボーナス(業績手当)及び特別昇給に反映させた。

・研究活動等で顕著な功績があった職員に対する NIES賞の表彰 (3名)を行っ

た。

5 .自己収入の確保、予算の効率的執行

・ 17年度においては、総収入額 16， 2 4 1百万円のうち、自己収入として

3司 9 3 8百万円を確保した。これは年度当初の見込額 (3，845百万円)

を上まわっている。その主な内訳は、次のとおりである。

-競争的資金等

・政府業務受託

・民間等受託、民間寄付

・試料分譲、施設使用料等

1 7年度

2司 038百万円

上 695百万円

186百万円

1 1百万円

( 1 6年度 ) 

(2，370百万円)

(2噌 086百万円)

( 1 6 7百万円)

( 1 0百万円)

-一定額以上の契約については、専門経験を要するものを徐き原則として競争入札

によることとし、 17年度においては、 21件について一般競争入札を行った 0

・所内施設の管理等に係る契約については、対象施設が増加するなかで業務内容の

見直し等を行い、経費の削減に努めた(削減額6百万円)。

・電気・ガスなどの光熱水費については、省エネルギー対策等の推進に努め、経費

の削減を行った(削減額36百万円)。

・その他、会計事務のシステム商の改善等により、事務処理の効率化を図った。

6 .施設の効率的運用

・大型施設、大型計測機器等の研究施設・機器、インフラ等について、所内公募を

行い、多くの研究に利用でき、緊急性の高いものなどから優先的に更新・整備を

行った。

-スペース課金制度に基づき各ユこットから返納された空きスペースについて、新

たな研究ニーズへの対応を中心に 17 4 nfを再配分し、有効活用した。このほか、

第 2期中期目標期間における新たな組織編成に備え、空きスペースのうち 26 8 

nfを留保した。

また、スペース課金制度の見直しを行うとともに、第2期中期目標期間における

新たな組織編制に合わせたスペースの再配分に向け準備を行った。
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7 .環境配慮の取組

・ 「国立環境研究所省エネルギー等計画Jに基づき、研究計画との調整を図りつつ

大型施設等の計画的休止、エネルギー管理の細かな対応等に取り組んだ。また、

省エネ型冷凍機、大型ポンプへのインバーター装置を最大限に活用し対策に取り

組むとともに、 17年7月から ESCO事業を開始し、一膚の省エネ及びC02 

削減;を図った。

以上の結果、電気・ガスのエネルギー消費量は、対 12年度比・床面積当たりで

79%となった(計画目標は対 12年度比・床面積当たり 90%以下)。また、二

酸化炭素の排出量は対 13年度比・総排出量で 15%の減少となった(計画目標

は18年度までに対 13年度比・総排出量で 7%削減)。

-上水使用量については、対 12年度比・床面積当たりで 48%の滅となった。(計

画の目標は対 12年度比・床面積当たりで 10%以上の削減)。

・ 「廃棄物・リサイクルに関する基本方針友び実施方針jに基づき、廃棄物の分別

収集を徹底し、廃棄物の減量化・リサイクルに努め、廃棄物等の発生量を対 16 

年度比で 5%削減した。また、処理・処分の対象となる可燃物及び実験廃液の発

生量は、対 16年度比で 14 %の減少となった。

・「環境配慮促進法jにより環境報告書を作成・公表する義務を負うこととなった

ことから、 17年度の事業活動に係る環境報告書を作成するため所要の準備を行

った。環境報告書は 18年 7月に公表する。

8 .研究成果の社会への還元、広報活動

・研究成果の社会への還元の一環として、個々の研究者による誌上発表や口頭発表

を進めるとともに、大学の客員教官・非常勤教官としての講義、各種審議会・委

員会への参画の機会を活用した研究成果の普友の推進、さらに、研究成果を国民

各層にわかりやすく普友するための情報誌「環境儀Jの刊行(年4号)などを進

めた。

・ 17年度には 4件の発明を職務発明に認定した。なお、 17年度には職務発明に

係る特許として 2件が新たに登録され、研究所が保有する特許権は 43件となっ

た。また、特許の取得等を促進するために、顧問契約を結んでいる特許事務所に

取得特許の実施化、発明の特許取得可能性等について相談した。

• 1 7年度の研究成果の誌上発表件数は 574件、口頭発表件数はし 14 5件で、

平成8年度から 12年度までの年間平均値のそれぞれ 1. 2 0倍、 1. 5 0債に

相当し、中期計画の目標(平成 8~ 1 2年度の 1割増)を達成することができた0

・ 17年6月に国立環境研究所の研究成果を発表する公開シンポジウム 20 0 5 
「地球とくらしの環境学ーあなたが、知りたいこと、私たちがお伝えしたいこと一」
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を東京と関西(京都)でそれぞれ開催し、し 237人の参加を得た。

・研究所施設の一般公開(4月と 7月)、国内外からの視察(圏内 66件、海外

3 8件)により、 5. 5 3 1人を研究所内に受け入れた。特に平成 17年7月

23日(土)に開催した国立環境研究所夏の大公開は、 16年度から来場者の要望

に応えて夏休みの開催とし、昨年の約 1.8倍(3. 0 1 0名)の参加を得るなど

好評を博した。

・ 「国立環境研究所友の会」が研究所との交流活動として開催した第2回フィール

ドツアー(霞ヶ浦)をはじめとして、環境研究・環境保全に関するイベン卜、展示

会等に積極的に協力を行った。

・マスコミからの取材を含め、外部からの問い合わせに積極的に対応しており、

1 7年度、当研究所の研究が紹介された新聞報道は 17 1件にのぼった。

9 .環境情報の提供等の取組

u主主之上

・環境学習を支援し、環境情報を幅広く案内するとともに、市民の情報交流の場を

提供することを呂的として運営を行っているが、より魅力あるホーム得一ジを目

指し、学校環境ホームページナピの全国版の完成や、化学物質に関する情報の追

加など情報発信内容のさらなる充実を図った。 17年度における EICネットの

利用件数(ぺージ、ピュー)は、月平均約 372万件、年聞の総計が4.4 5 8万

件を超え、 16年度に比べ大幅に増加した (48%増)。

環境技術情報ネットワーク

・環境保全に貢献する技術の研究開発友び普友の推進を目的に、平成 15年8月か

ら開設したホームページであり、引き続き、掲載情報の充実を図ってきている。

やや専門的な情報を扱っていることもあり、7"クセス件数(ページビュー)は月

平均約 5. 5万件であったが、 16年度に比べて 4割近く増加した。

重量主上立

・ 16年度までに中期計画の目標に掲げられた全てのデータの提供を開始してい

るが、 17年度は、環境省からの受託等業務として、ダイオキシン類の環境調査

結果を GIS表示する「ダイオキシンマップjを新たに整備した。

国立環境研究所ホームページ

・ 17年度における国立環境研究所ホームページの利用(ページビュー)件数は、

月平均約 20 7万件、年度総計約 2. 5 0 0万件であり、 16年度に比べ 30%

程増加した。

・ホームページを通じて最新の研究成果・データベースを積極的に発信するととも

に、各研究ユニットからの情報発信を支援した。 17年度中に公開を開始した主
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なコンテンツは 11件である。各々のコンテンツでは、データベース化された情

報を一般市民に分かりやすいように加工して提供するよう努めている。

・研究成果等のほか、国民の関心が高い環境問題をわかりやすく解説した情報をホ

ームページ上で提供しているが、 17年度は、子ども向けのiNIES子どものペー

ジーいま地球がたいへんー」のリニューアル等を行った。
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第 1.業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

し効率的な組織の編成

中期計画の達成に向け、効率的かつ機動的に研究等を実施する観点から、

研究所の組織体制の充実を図るとともに、必要に応じて見直しを行う。

17年度計画の位置づけ

中期計画(13~1 7年度)の達成に向け、必要な組織体制の充実、確保を図る。

また、第2期中期目標期間に向けての組織体制を検討する。

豊重旦室董

1 .組織体制の確保

- 1 7年度の国立環境研究所の組織は、(資料 1)のとおりである。引き続き、中

期計画に基づく調査研究等を推進するために必要な組織体制の充実・確保のため、

職員の配置を行った。(資料 2)

2 .第 2期中期目標期間に向けての組織体制の検討

一理事長、理事、領域長等からなる研究経営戦略懇談会を中心に、第2期中期目標

期間における研究部門、企画・管理部門の具体的な組織体制を検討した。研究経営

戦略懇談会で議論を行うほか、ユニット長会議、運営協議会等の機会を捉え、職員

への説明、意見聴取を行った。

主な研究組織の常勤職員(併任含む)数の推移

1 3年度末 1 4年度末 1 5年度末 1 6年度末 1 7年度末

基盤的「研究領域」 1 1 4人 1 1 8人 1 1 6人 1 1 8人 117人

重点特別研究ア口γd卜 1 0 0人 1 0 4人 102人 1 0 4人 1 1 0人

政策対応型調査・研究 4 1人 4 4人 4 8人 4 9人

4守
知的研究基盤 3 9人 40人 4 5人 4 4人 46 

国連宣担

資料 1 国立環境研究所の組織

資料2 ユニット別の人員構成
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自己評価と今後の対応

必要な組織体制の充実、確保に努め、中期計画に基づく調査研究の推進を図る

ことが.できた。また、第2期中期目標期間に向けての、効率的かつ機動的な組織

設言十を行った。

新たな組織編成の下、効率的かつ機能的に研究等を実施する観点から、今後と

も組織体制の必要な見直しゃ充実を図る。

2 



2 .人材の効率的な活用

-任期付研究員を含め、国内外の学界、産業界等から幅広く優れた研究者を

萱用する。

研究者を研究費により採用する流動研究員制度等を活用しつつ、研究者の

確保に努める。

面接による呂標管理方式を基本とした職務業績評価制度や派遣研修制度等

により、本人の職務能力の向上を図る。

17年度計画の位置づけ

研究体制の充実のため、幅広く優れた研究者を採用・確保するとともに、職員の

職務能力の向上を図る。また、第2期中期目標期間に向けての人事制度を検討する。

童韮皇室蓋

1 .常勤職員の状況、研究系職員の採用

-1 7年度末の常勤職員は 260人 (27 2人)であり、そのうち研究系職員は

203人 (20 9人)であった。(資料3、4) 

-1 7年度においては、研究系職員 17人(うち任期付研究員は 7人)を新たに採

用し、これらはすべて公募によった(資料 5)。ただし、職員や 17年度末に任

期満了となる任期付研究員等の大学への転出等で 23人(うち任期付研究員は 1

5人)の減があったため、研究系職員の実員は 6人の減であった。

-1 7年度末の任期付研究員は 26人、割合にして 12. 8 %となり、任期付研究

員の割合を 13%程度とする中期計画の目標を達成している。

研究系職員の人数

1 3年度 1 4年度 1 5年度 1 6年度 1 7年度

新規採用 20人(16) 1 6人(1) 1 5人(6) 7人(4) 1 7人( 7) I 

転出等 ム5人(0) ム9人(0) ム 9人(ム4) ム 4人(0) ム 23人(ム15)I 

年度末人数 1 9 3人(17) 200人(28) 206人(30) 209人(34) 203人( 26) 

注)かっこ内は、任期付研究員の数(内数)である。
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2 .流動研究員、共同研究者等の確保

一高度な研究能力を有する研究者や独創性に富む若手研究者等を受け入れる流動

研究員制度を活用し、 NIESフェ口一、 NIESポスドクフ工口一等の採用を

進めた。 17年度末の員数は 154人であり、前年度 (13 0人)に比し 18%

増となった。(資料 6) 

一外部との連携を図るため、国内外の大学、研究機関等から客員研究官 18人、客

員研究員 294人を委嘱・招へいするとともに、共同研究員 71人、研究生

120人を受け入れた。(資料7)

一 14年度に雇用制度を設けた高度技能専門員については、 17年度末現在、 3人

となっている。(資料 8)

流動研究員等の人数

13年度末 14年度末 15年度末 16年度末 17年度末 備 考

流動研究員 4 7人 8 4人 1 1 9人
研究所の研究業務遂行のた

1 3 0人 154人
め、研究費で雇用した研究者

研究所の研究への指導、研究
客員研究官 1 2人 1 3人 1 3人 1 8人

実施のため、研究所が委嘱し
ーーーー・ E ・・ー- ーーーーーーーーーーー

た研究者
客員研究員 3 1 1人 312人 305人 297人 294人

共同研究、研究指導のため、
共同研究員 77人 6 3人 6 7人 7 8人 7 1人

研究所時け入れた研究者
圃可圃可ー一一+ー‘一一 回“‘a -ーーーーーーーーーーーー ー・-----ーーーーーー

研 究生 81人 7 3人 9 3人 1 4 9人 1 2 0人 研究生

高度技能専門員 1人 1人 2人 3人
環境情報提供等の技術要員な

ど

3 .職務業績評価など職務能力向上のための取組

一毎年度における職員の職務活動について、面接による目標設定と業績評価を行う

職務業績評価制度を実施した。また、 16年度職務業績の評価結果については、

1 7年度の 6月期業績手当及び特別昇給に反映させた。(資料9、10) 

ーその他、研究活動等で顕著な功績があった職員に対する NI ES賞の表彰(3人)

を行うとともに、 15年度に創設した若手研究職員の派遣研修制度に基づき派遣

する研究員の選定を行った(選定結果に基づき 17年4月から米国に 1人派遣し

ている)。
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4 .第 2期中期目標期間に向けての人事制度の検討

一理事長、理事、領域長等からなる研究経営戦略懇談会友び人事委員会を中心に、

非公務員型の独立行政法人への移行を踏まえた第 2期中期目標期間における具

体的な人事制度を検討した。研究経営懇談会及び人事委員会で議論を実施するほ

か、ユニット長会議、職員説明会で、職員への説明、意見聴取を行った。

盟連室主主

資料3

資料4

資料5

資料6

資料7

資料8

資料 9

資料， 0 

常勤職員の状況

常勤職員の年齢別構成

， 7年度研究系職員の採用状況一覧

流動研究員制度の概要と実績

客員研究官等の受入状況

高度技能専門員制度の概要

職務業績評価の実施状況

職務目標面接カード

自己評価と今後の対応

研究課題への対応等のため、研究系職員の採用、流動研究員や研究生等の受入を

進めるとともに、職務業績評価の実施等により職務能力の向上に努めた。

特に、流動明究員については、， 6年度， 3 0人から， 7年度， 5 4人へと増員

しており、これにより研究所の研究業務が進展しているものと考えられる。なお、

これら流動研究員が誌上発表した論文数(共著を含む)は、， 6年度， 0 3件、 1

7年度， 2 0件となっている。

さらに、高度技能専門員制度を活用し、研究者からの要請に応じて研究成果をホ

ームページに掲載するためのコンテンツ作成支援を行い、研究者の研究成果の公開

に寄与した。また、業務用パソコン一括管理システムの運用支援、職員等基本デー

タベースシステムの更新・運用支援、研究課題データベースシステムの更新・運用

支援等を行い、情報技術を活用した事務の効率化友び利便性向上に大きく貢献した。

このほか、決算事務の処理友び経理担当職員の能力向上に資するため、， 7年5

月より公認会計士の資格を有する高度技能専門員を雇用した。

非公務員型独立行政法人のメリットを活かした新たな採用制度等の整備を行っ

た。新たな組織編成の下、今後も優れた研究者の登用及び既存の人材の活性化・有

効活用を積極的に進める。また、研究者のキャリアパスの明確化、職務業績評価の

見直し等、研究者が意欲と能力を発揮できる研究環境の整備に努める。
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3 .財務の効率化

・競争的資金友び受託業務経費について、平成 17年度の見込額の確保を図

るなど、自己収入の確保に努める。

-大型研究施設の利用、環境微生物等の頒布等研究所の知的・物的資源を所

外に有償提供することにより収入の確保に努める。

・所内事務の IT化等により、事務処理の効率化を図る。

-予算の経済的な執行による支出の削減努力及び i5 .業務における環境配

慮jの光熱水量の削減努力により、運営費交付金に係る業務費の少なくと

も1%相当の削減に努める。

17年度計画の位置づけ

外部資金たる自己収入の目標額確保を図るとともに、予算の効率的執行に努める。

霊童皇室鍾

1.自己収入の確保

- 1 7年度においては、運営費交付金を始めとする研究所の収入額 16， 2 4 1百

万円のうち、自己収入として総額3，9 3 8百万円を確保した。これは年度当初

の見込額(3， 8 4 5百万円)を上回っている。(資料 11) 

自己収入の総額と主な内訳 (金額単位:千円)

区 分 1 3年度 1 4年度 1 5年度 1 6年度 1 7年度

自己収入の総額 3，192，543 3，910，228 4，721，801 4，656電497 3，937，548 

主 競争的資金・一括計上 2，059，411 2，236，996 2，143司240 2，370，007 2，038，344 

な 政府業務受託 1，035，766 1，547，028 2，301，142 2，086，069 1‘694竜630

内 民間等受託・民間寄付 32，542 60，966 225，511 166，727 185，804 

訳 試料分譲・施設使用料等 4，010 13，373 10，854 9，755 10，564 

注)受託業務等の内容については、資料 12参照。

ーこのほか、文部科学省科学研究費補助金等の研究補助金については、 87件、

387百万円の交付を得た(資料 13) 。なお、これらの補助金は、間接経費

(4 2百万円)を除き、研究所の収入には算入されない。

2.知的・物的資源の所外貢献

一知的・物的資源の所外貢献として、引き続き、環境標準試料や微生物保存株の有

償分譲を行った。
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1 7年度において、環境標準試料等の分譲による収入は 86 3万円 (81 4万円)

であった。加えて、 17年度においては、国際特許出願している「細胞培養基質

及び細胞接着蛋白質またはペプチドの固相化標品Jについて、特許実施許諾契約

を締結したことにより 92万円 (13 1万円)の収入があった。

3 .事務処理の効率化

一会計事務のシステム面について、 13年度に導入した独立行政法人用のコンビュ

ータシステム(会計基本システム)を引き続き活用するとともに、次の改善を行

った。

-会計閲覧システムの経費別収支簿について、 16年度に受託費等の執行管理業

務及び精算報告書作成業務が、効率的に遂行できるようシステム構築を行っ

た。これを基に 17年度は各研究ユニットの研究課題代表者及び経理担当者と

会計課担当者との聞で、所内 LANを活用し、本格的な運用を行うことにより、

適正な執行管理友び業務の効率化を図った。

-汎用的な事務用品、研究機器等の調達について、研究者単位・予算区分ごとの小

口発注ではなく、物品等の取扱業種単位で全所的に取りまとめて発注する一括購

入を進め、契約件数の削減・集約を通じ、調達業務の効率化に努めた。

物品購入の契約件数と契約総額

1 4年度 1 5年度 1 6年度 1 7年度
1 3年度

(対13年度比) (対13年度比) (対13年度比) (対13年度比)

物品購入の
7，493f牛

6，425{:牛 6，364f牛 6司808{'牛 5，522件

契約件数 (0.86) (0.85) (0.88) (0.74) 

同
2，074百万円

3，120百万円 3，443百万円 2苛760百万円 2，595百万円

契約総額 (1.50) (1.66) (1. 33) (1.25) 

4.予算の経済的な執行、業務費の削減のための取組

一一定額以上の契約については、専門経験を要するものを除き原則として競争入札

によることとしており、 17年度においては、全契約件数 228件 (23 9件)

のうち、 21件 (24件)について一般競争入札により契約を行った。
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一所内施設の管理等に係る契約については、対象施設が増加する中で業務内容の見

直し等を行い、経費の削減に努めた(削減額6百万円)0 (資料 14) 

一電気・ガスなと‘の光熱水費については、対象施設が増加する中で省エネルギー対

策等の推進に努め、前年度 61 8百万円に対し、 58 2百万円に経費の削減を行

った。(削減額 36百万円) (資料 16) 

一以上の取組によ h人運営費交付金に係る効率化係数(1 . 1 %減)相当額差引後

の予算範囲内で事業を執行した。

5 .適正な財務管理の取組

一予算実施計画(執行状況等)を毎月所内に周知し、適正な財務管理に努めた。

ー棚卸資産の適正管理のため、 18年3月末に実地棚卸調査を行った。

一会計事務の円滑かつ適正な執行を図るため、各ユニットに対し、 17年5月に会

計事務説明会友び受託(請負)業務契約説明会を開催し、会計事務手続きの説明・

指導を行った。また、各ユニットにおける受託業務に係る経費別収支簿(執行管

理簿)の確認・指導を行った。

盟連室主主

資料 11 

資料 12 

資料 13 

資料 14 

資料 15 

資料 16 

1 7年度自己収入の確保状況

1 7年度受託一覧

1 7年度研究補助金の交付決定状況

継続的に行っている役務提供に係る経費削減の状況

1 7年度主要営繕工事の実施状況

光熱水費の推移

自己評価と今後の対応

当初見込み以上の自己収入を確保するとともに、予算の効牽的執行に努め、運営

費交付金に係る効率化係数(1 . 1 %減)適用後の予算範囲内で事業執行を行った。

引き続き、一層の財務の充実と効率化に努める。
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4 .効率的な施設運用

・スペース課金制度の運用、大型施設の運営管理の改善等により、研究施設

の合理的・効果的な利用の推進を図る。

-大型実験施設の他機関との共同利用や外部への貸出、受託業務での利用等

による効率的な施設利用を促進する。

-研究施設の計画的な保守管理を行う。

17年度計画の位置づけ

スペース課金制度の適切な運用等を図るほか、施設の効率的な運用に向けた取組

を進める。

豊重旦室蓋

1 .スペース課金制度の運用

一研究所のスペースの合理的利用を図るため、スペース課金制度に基づき課金徴収

を行うとともに、各ユニットから返納された空きスペースについて、新たな研究

ニーズへの対応を中心に 174m2を再配分し、有効活用した。このほか第 2期中

期目標期間における組織編成に備え、空きスペースのうち 268niを留保した。

(資料 17)

一本制度が施行されて以来ほぼ5年が経過すること、職員から制度の見直しの要望

があること等を踏まえ、第 2期中期目標期間に向けてのスペース課金制度を検討

するとともに、第2期中期目標期間における新たな組織編制に合わせたスペース

の再配分に向け準備を行った。

2.新たな研究施設の稼働等

一環境試料タイムカプセル棟の野生動物検疫施設が‘竣工した。これにより、死亡し

た絶滅危慎動物の死体を受け入れる際の安全性を確保しつつ、迅速な検疫作業を

行うことができるとともに、高品質な細胞の凍結保存が可能となった。

一研究施設、研究機器、研究の共通のインフラ等の更新・整備を効率的に進めると

ともに、所内に整備されている大型計測機器を効率的に活用するため、整備状況

等を取りまとめたデータベースを作成し情報の共有化を図った。所内公募を行い、

1 5年度に設置した大型施設調整委員会、大型計測機器調整委員会において共通

性等について検討を行い、優先順位を付けた上、研究基盤整備を行った。(資料

1 8) 
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3 .効率的な施設利用のための取組

一大型施設の運営・保守管理については、関係研究者を中心とした各施設の運営連

絡会と総務部の連携の下、外部の専門業者を活用して実施した。 17年度におい

ては、ナノ粒子健康影響実験棟が稼働を開始したが、大型施設の見直し (14年

1 2月大型施設等見直し検討小委員会報告)による合理化等により、請負金額

の総額は前年と同額程度に抑制した。(資料 19) 

園連萱型

資料 17 

資料 18 

資料 19 

スペース課金制度の概要と実施状況

1 7年度研究基盤整備等の概要

1 7年度大型施設関係業務請負費一覧

自己評価と今後の対応

スペース課金制度を見直すとともに、第 2期中期目標期間における新たな組織編

制に合わせたスペースの再配分に向け準備を行った。大型施設の運営管理について

は17年度も引き続き請負金額等の削減を図るなどの改善措置を講じた。

引き続き効牽的な施設運営に努める。
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5 .業務における環境配慮

-研究所の環境憲章に基づき、環境配慮の着実な実施を図る。

・グリーン購入法に基づき毎年度作成する調達方針に基づき、環境に配慮し

た物品友びサービスの購入・使用を徹底する。

. i地球温緩化対策の推進に関する法律」に基づく政府の実行計画に定められ

た目標(温室効果ガス排出量を 5年後に 7%削減)を踏まえ、研究所の延

床面積あたりの電気・ガスなど、の光熱水量を平成 12年度比で概ね 90%

以下にするための省エネルギ一計画に基づく対策の計画的な推進等を図

り、温室効果ガス排出量の削減を目差す。特に、平成 16年度に契約した

ESCO事業を推進する等により省エネ友ぴ温室効果ガスの一層の削減対

策を図る。

・廃棄物・リサイクルに関する基本方針に基づき、廃棄物等の発生抑制を図

るとともに、廃棄物等のうち有用なもの(循環資源)の循環的な利用等を

推進する。

・化学物質の使用等の現状を把握し管理の徹底を図るなど自主的な環境管理

の推進に努める 0

・これらの環境配慮の取組状況をとりまとめ公表する。

17年度計画の位置づけ

環境憲章等に基づき、環境配慮のための取組を進め、その着実な実施を図る。

童蓋皇室蓋

1 .環境憲章に基づく環境配慮

一研究所が定めた環境憲章に基づき、環境管理委員会及び安全管理委員会などの所

内管理体制を活かして、環境配慮の着実な実施を図った。主な取組は以下のとお

りである。(資料20) 

2.省エネルギ一等の取組

一省エネルギー等の計画的推進のため、「独立行政法入国立環境研究所省エネルギ

一等計画jに基づき、研究計画との調整を図りつつ大型施設等の計画的休止汲び

エネルギー管理の細かな対応等に取り組んだ。また、夏季冷房の室温設定を 2
8

0

C、冬季暖房の室温設定を 19
0

Cに維持することを目標とした。(資料 21、

2 2) 

一省エネルギ一対策として、 15年度に省エネ機器として導入した省エネ型ターボ

冷凍機、大型ポンプのインバーター装置を最大限に利用し省エネルギーに取り組

んだ。また、環境配慮の面から更なる省エネルギーを進めるため 17年7月から
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ESCO事業を開始し、一層の省エネルギー友ぴCO2の削減を図った。(資料2
3) 

※ E S C 0 (Energy Service Company)事業

工場や事業場等の省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、これまでの室内条
件を変えることなく省エネルギーを実現し、さらには、その結果得られる省エネルギ
効果を保証する事業

-， 7年度における光熱水量の実績は、下表のとおりであった。

電気・ガスのエネルギー消費量は、上記の取組により改善カf見られ、年間実績と

しては対， 2年度比・床面積当たりで 79%(計画目標は， 2年度比・床面積当

たり 90%以下)となった。(資料 24) 

一方、上水使用量については、， 2年， 2月に一般実験廃水の再利用施設を整備

し、， 3年度以降本格的に稼動したことにより、年々効果がみられ， 7年度には

対， 2年度比・床面積当たりで 48%の減少となり、計画の目標('2年度比・

床面積当たり， 0 %以上の削減)を大幅に上回る成果を得た。

表 1 エネルギー消費量友び上水使用量

項目ー-年ー--- 度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

電気・ガス慣用量
電気 26.733 Mwh 30.440 Mwh 33，021 Mwh 31.493 Mwh 33，975 Mwh 32.262 Mwh 

ガス 3.826 Km3 4.689 Km3 5，523 Km3 4.735 Km3 3，688 Km3 3.109 Km3 

電気 274.013 GJ 312，010 GJ 338，465 GJ 322.803 GJ 348.244 GJ 330.686 GJ 

エネルギー消費量 ガス 172，805 GJ 215，709 GJ 254，077 GJ 217.831 GJ 189.689 GJ 142.639 GJ 

合計 446，818 GJ 527，719 GJ 592，542 GJ 540，634 GJ 517，933 GJ '473，324 GJ 

床面積当りエネルギ消費量 7.3842 GJ/同 7.3402 GJ/耐 7.6323 GJ/rTI 6.9637 GJ/耐 6.5904 GJ/m 5.8536 GJ/m 

(対'2年底増濡率) 100 % 99.4弘 103.3 % 94.3 % 89.2 % 79.2 % 

上水使用量 148，054 m3 155.992 m3 157，807 m3 147.112 m3 131，692 m3 103.246 m3 

床面積当り上水使用量 2.44 m3/m2 2.16 m3/m'l 2.03 m3/m2 1.89 m3/m2 1.67 m3/m2 1.27 m3/m2 

(対12年度増減率) 100 % 88.5 % 83.1 % 77.4 % 68.4% 52.0% 

(参考)延床面積 60，510 m2 71，894 m2 77，636 m2 77，636 m2 78.588 m2 80，860 m2 

地妻奪還暖化研筑棟 循環・廃棄物研究調 タイムカプセル練 ナノ粒子実験棟
新規稼動棟

環境ホルモン研究練 環筑生物保存機 中動鞠雄(1122m'撤去}

-， 7年度CO2排出量については、対 ，3年度比・総排出量では， 5%の減少(計

画目標は， 8年度までに対， 3年度比・総排出量で 7%削減)であった。(資料

2 4) 
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表 2 C O2排出量の推移

項~目_，年---度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

電気 8，555 t 9.741 t 10，567 t 10，078 t 10，872 t 10，324 t 

ガス 8，884 t 11，090 t 13，063 t 11，199 t 8，724 t 7，333 t 

CO2排出量 その他 35 t 35 t 49 t 58 t 58 t 67 t 

合計 17，474 t 20，866 t 23，679 t 21，335 t 19，654 t 17，724 t 

剛時.
1田 0% 113.4覧 102.2 % 94.1 % 84.9 % .混率

床面積当たりCO.樹出量 且28νrrI 0.29νrrI 0.30νrrI 且27νrrI 且25νrrI 0.21 tlrrI 

(対13年度槽減率)珪) 100.0 % 103.4 % 93.1 % 862 % 72.4% 

(参考)延床面積 60，510 m2 71.894 m2 77，636 m2 77，636 m2 78.588 m2 80，860 m2 

注)増減率は、政府実行計画に準じて平成13年度を基準として示した。

3 .廃棄物・リサイクルの取組

一「廃棄物・リサイクルに関する基本方針及び実施方針Jに基づき、廃棄物の分別

収集を徹底するとともに、広報活動等による周知・啓発を図り、廃棄物の減量化

友びリサイクルに努めた。(資料25) 

一上記の実施方針に基づき、廃棄物等の発生量を日々計測し、集計整理した。(資

料 26) 

一廃棄物の排出抑制・減量化については、環境省独立行政法人評価委員会の指摘を

踏まえ、ユニット長会議、研究推進委員会、運営協議会などの会議のペーパーレ

ス化を行うなどのコピー用紙の削減等、緊急に対策を講じ、その実施状況をフォ

ローすることにより、廃棄物等の発生量は対 16年度比 5%の減少となった。食

堂から排出される生ごみのコンポスト化なども進めた結果、特に、処理・処分の

対象となる可燃物友ぴ実験廃液の発生量は、対 16年度比で 14 %の減少となっ

た。
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廃棄物等の発生量

区 分
13年度 14年度 15年度 16年度 7年度

備考
発生量 発生量 発宜量 発生量 発宝量

|可燃物 53.448 kg 77，286 岡 76.056 同 80.600 kg 70.105 kg 

F瞥 5，334 L 10，019 L 14.477 16，519 13.866 L 

8.618 同 18.738 15，054 くg 15.090 kg 

699 回 1.217 同 1，664 kg 1.664 kg 

l循 |アルミ缶
38.850 国

317 kg 532 国 542 回 504 kg 

9.587 国 11.705 kg 8.144 回 8.519 kg 
|環 L器等 4.890 kg 3.147 同 2.850 (g 2.223 kg 

|貰 :池類 392 也 、 311 同 435 同 469 kg 

紙 43.960 国 51.941 四 42.584 同 46.528 同 49，469 kg 
源

空ガラきス瓶くず
2，650 岡 6.032 回 5.641 kg 5.475 同 4.827 kg 

4.580 同 1.908 回 1.930 kg 1.986 kg 1.741 同

l生ゴミ ー17ム1出309.khgR 
7.12月より

h研人究当合所たり由の職計発員生数量

148.82~ 回 71.689 kg 176.338 kl< 179，797 同
851 926人 007)，. I 1，00ι 047988回2/人人目

日 508kg/人ー日 480kg/レ日 10 ・日

連t 平成13年度の可燃物発生量1まー郡推計植が含まれ、 14・15年度と算出方法が異なる.

注2生ごみについては、従来可燃物に含めていたが、 17年12月からコンポスト化することとなり、循環貨車の中に新たな区分を世け、その量を組織している

注3 循環資震は、リサイクル専門の外部集者に金量を処理委託した.

注4 合計の重量は、実駿窟1夜を1リットル=1kgと仮定して計算した。
注5 哩員数は、通年で勤務している人数を勤務形態等から算定した散で、資料57の「常勤倹算数jによる.

注6 所肉の研究及び恵務活動から直緩生じたものを本衰の集計対象としている.

4 .化学物質の適正管理

-r化学物質のリスク管理に関する基本方針友ぴ実施方針jに基づき、管理台帳シ

ステムに基づく化学物質管理を徹底するなど化学物質の合成、購入、保管、使用

から廃棄に至るまでの適正な管理を推進した。(資料27)

一「特定化学物質の環境への排出量の把握等友ぴ管理の改善の促進に関する法律J
(以下 rP R T R法jという。)に基づき、ダイオキシン類の環境排出量の届出

を行うとともに、同法に基づく届出対象の基準に達しなかった化学物質について

も、使用状況に関する所内調査により排出・移動量の見積りを自主的に行った。

(資料28) 
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5 .グリーン調達の実施

ーグリーン購入法に基づき、国立環境研究所として策定した「環境物品等の調達の

推進を図るための方針」により、環境に配慮した物品及びサービスの調達を行っ

た。(資料 29) 

6 .アスベスト対策の実施

ーアスベスト対策については、所内にアスベスト対策チームを設け、関連研究の実

施及び所内リスク管理の観点から研究所における取組について検討を行った。特に

所内アスベスト管理については、アスベスト対策チームの下に所内管理サブチーム

を設け、所内アスベストの状況把握や所内関係者との意見交換等を通じて異体的な

対応の検討と必要な対策を実施した。

7 .環境配慮の取組状況の公表

-1 7年度に実施した環境配慮の取組について、その状況を取りまとめ、ホームペ

ージ等で公表する。

一「環境配慮促進法jへの対応について、政令により国立環境研究所は環境報告書

を作成・公表する義務を負う「特定事業者」に位置付けられることとなったこと

から、環境管理委員会の下に環境報告書専門委員会を設置し、 17年度に実施し

た環境配慮の取組について取りまとめた環境報告書の作成作業を進めた。

盟連重担
資料20 

資料 21 

資料 22 

資料 23 

資料24 

資料25 
資料26 

資料 27 

資料28 

資料29 

独立行政法人国立環境研究所環境憲章

独立行政法人国立環境研究所省エネルギ一等計画

平成 17年度の省エネ対策について

国立環境研究所の ESCQ(Energy Service Company)事業について

エネルギー消費量等の状況

廃棄物・リサイクルに関する基本方針及び実施方針

廃棄物等の発生量

化学物質のリスク管理に関する基本方針及び実施方針

排出・移動された化学物質量

平成 17年度環境に配慮した物品及びサービスの調達の実績

自己評価と今後の対応

省エネルギー等の取組については、光熱水量の削減に取り組み、所期の目標を達

成した。 17年7月の ESCO事業の導入により、大幅な省エネルギー・ CO2削

減が図れた。 18年度以降ナノ粒子環境影響実験棟の本格稼動、野生動物検疫施設

の新規稼動の増加要因はあるものの、引き続き省エネルギー等の推進に努める。廃
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棄物・リサイクルの取組については、廃棄物の減量化等に取り組み、廃棄物等の発

生量を対 16年度比で 5%、そのうち特に処理・処分の対象となる可燃物友び実験

廃液については 14 %、それぞれ削減できた。今後は、処理・処分の対象となる廃

棄物の発生量について具体的な目標を掲げ¥その削減に努めるほか、分別により循

環利用の用途に供される廃棄物等についても削減を図る。所内アスベスト対策につ

いては、引き続き職員とのリスクコミュニケーションに配慮しつつ、その着実な実

施を図る。 17年度の環境報告書については、職員説明会を開催して所内の意見の

反映及び職員の意識の向上を図りつつ、 18年6月末に取りまとめ 7月に公表する。
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6 .業務運営の進行管理

平成 17年度の研究計画を作成し、公表する。

重点、研究分野の各主要研究課題ごとに定めたリーダーを中心に、研究内容

の調整、進行管理等を行う。

特に、第 2. 1 (3)の7'.重点、特別研究プロジェク卜及びイ.政策対応

型謂査・研究については、研究所内部での進行管理に加えて、当該年度の

研究計画について、外部の専門家の評価・助言を受けながら実施する。

所内委員会において業務運営の実施状況をモニターしながら、業務の的確

かつ円滑な調整、推進を図る。

17年度計画の位置づけ

当該年度の研究計画を作成するとともに、 13年度に整備した基本的体制の下で、

業務運営を的確に進行管理する。

豊重旦室鍾

1 .研究計画の作成

一重点、特別研究プロジ‘ェクト、政策対応型調査・研究、重点研究分野ごとの研究課

題、先導的・萌芽的研究友び知的研究基盤を対象に、 17年度の研究計酋を作成

し、関係者に配布するとともに、ホームページで公表した。

また、 18年度の研究計画についてとりまとめを行った。

2 .重点研究分野の研究推進

一重点研究分野については、主要研究課題ごとに定めたリーダーを中心に、所内の

研究の動向の把握、進行管理等に努めた。

3 .重点特別研究プロジ、工ク卜等の研究推進

一所内の研究推進委員会において、重点特別研究プロジ‘ェク卜、政策対応型調査・

研究友び知的研究基盤について、事後評価を行ったほか、 18年度から開始する

中核研究プロジェクト、特別研究の事前評価を行った (18年3月7目、 8日)。

さらに、外部の専門家により構成される研究評価委員会(国立環境研究所外部研

究評価委員会、以下「外部研究評価委員会jという。)により、重点特別研究プ

ロジ、エクト、政策対応型調査・研究及び知的研究基盤、特別研究の事後評価を行

ったほか、 18年度から開始する重点研究プログラム、中核研究プロジ.エクト、

特別研究の事前説明を行った (18年5月 23、25、29、30日)。
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今回の外部評価においては、円滑な評価の実施に資するため、重点特別研究プ口

ジ‘ェクト、政策対応型調査・研究友び、知的研究基盤のパネルレビ.ユ一方式による

事後評価を行うともに、特別研究の事後評価友び 18年度から開始する重点研究

プログラム、中核研究プロジェク卜、特別研究については、より専門的な評価、

意見をいただくために外部研究評価委員会に専門分科会を設け、そこで事前説明

を行い、委員からいただいた意見を含め、これらの調査研究の再点検友び必要な

見直しに活用し、今後の研究の一層の進展を図ることとしている。

4 .委員会等による進行管理

一理事会に加え、研究所の運営に関する重要事項を審議するためのユニット長会議、

研究業務の円滑な推進を図るための研究推進委員会等を定期的に開催したほか、

目的に応じて所要の各種委員会を設置した。(資料 30) 

ーまた、ユニット長会議等においては、以下のように業務進捗状況等の定期報告、

進行管理を行った 0

.ユニットごとの研究活動状況等の年3回の定期報告

.業務執行状況集計表等による毎月の執行状況の報告

5 .監事監査等への対応

一監事監査及びこれと併せて行われた内部監査の結果等を踏まえ、職員等の健

康障害の状況、事故等に関連するデータ収集を開始するとともに、各ユニッ

トに対する事務処理に関する説明の充実に努める等により、業務の効率化・

適正化を図った。

園連宣担

資料 30 研究所内の主要委員会一覧

自己評価と今後の対応

中期計画に沿って構成された研究計画を作成するとともに、中期計画及び当該年

度研究計画の遂行に向けて、年3回の定期報告等を通じて、早い段階で進行上の問

題点等を明確にし、その対応を図るとともに、研究評価の実施により、第 1期中期

目標期間中の事後評価を行うとともに、第 2期中期目標期間に開始する研究内容の

点検を行い必要な業務内容の見直しの検討を実施する等、適切な進行管理を行った。

次年度以降においても、必要に応じ、研究プロジェク卜の実施体制、適切な研究評

価のあり方について検討を行うなど、的確な進行管理を図っていく。
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第 2.由民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置

1 .環境研究に関する業務

( 1 )環境研究の充実

持続可能な社会の実現を呂指し、地球環境の保全、公害の防止、自然環境

の保全友び良好な環境の創出の視点に立って、環境政策立案に資する科学的

知見の取得に配慮しつつ、学際的かつ総合的に環境分野の研究を推進する。

また、環境技術の開発・普及の視点や、国内外の他機関との協力による

研究ネットワークの構築の視点にも留意しつつ、以下のとおり環境研究に

関する業務を行う。

17年度計画の位置づけ

環境・科学技術行政との連携、国内外の関係研究機関等との研究ネットワークの

継続・強化等を通じて、環境問題を先見した先導的な研究の方向を探索し、環境研

究の充実を図る。

豊重皇室鐘

環境研究の充実に向け、以下の視点を重視しつつ、環境研究に関する業務を実施

した。なお、研究業務の詳細な実施内容は、後述する事項の(2 )以下に記載して

いる。

1 .総合的な研究の推進

一今日、環境研究及びそれを扱う研究者が多様化する一方、国立環境研究所を含む

独立行政法人に対し大きな社会的関心力f注力ずれている中で、国環研が自らの理念、

行動理念を広く外部に公表し、また内部で共有化することが必要である。そのた

め、国立環境研究所の“憲章"を制定すべく、所内にワーキンググループを設け、

所内の意見も広く踏まえつつ策定の準備を行った (18年4月に制定、公表済み)。

一様々な専門分野をバックグラウンドとする所内の研究者を結集し、国内外の他機

関との連携を図りつつ、 6課題の重点特別研究プロジェクト及び2課題の政策対

応型調査・研究を中心とする分野横断的なプロジェク卜研究の実施に努めた。ま

た、環境分野を幅広くカバーする 6分野の研究領域をコアとして、基盤的研究を

推進した。併せて、 18年度から開始する第 2期中期計画に実施する研究プロジ

工クトについて具体的な検討を開始した。

2 .基盤的研究・先行先導的な研究の推進
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一研究領域を中心に若手研究者の育成を図るとともに、奨励研究テーマ等の所内公

募研究制度の活用等により、競争的な環境の下での基盤的研究の推進、先行・先

導的な研究の発掘・育成に努めた。

3 .国内の研究機関等との連携

一企業、国立研究所・独立行政法人等との聞で共同研究契約を締結し、共同研究を

実施している(資料 32)。また、 25の地方環境研究所との聞でも共同研究を

進めている(資料 33)。さらに、企業等から受託研究を 21件 (12件)、研究

奨励寄附金を 5件(3件)受けるなど企業等との連携に一定の成果がみられた。

(件数)

1 3年度 1 4年度 1 5年度 1 6年度 1 7年度

共同研究契約* 3 7 4 0 6 1 4 2 2 9 
企業 1 8 2 2 2 1 1 4 1 3 
国立研究所・独立行政法人 7 8 1 7 1 5 1 0 
特殊法人その他 1 2 1 0 2 3 1 7 8 

地方環境研究所との共同研究 4 3 4 5 5 6 7 2 6 3 
企業等からの受託研究・研究 1 1 2 0 2 2 1 5 2 1 
奨励寄付金

*一つの契約であっても、複数の種類の機関と共同研究を行っている場合には、それぞれ該当す
る機関の欄に計上している

一(社)日本自動車工業会との聞では、 15年度から自動車排出ガスに起因するナ

ノ粒子の生体影響に関する共同研究を進めてきている (15年5月20日に覚書

締結)ほか、共催で 120 0 5環境ナノ粒子シンポジウムjを開催した (17年
6月 17日開催)。

一大学との聞で教育・研究交流の実施について取り決めた交流協定等は、継続・更

新も含めて 15件 (17年度締結:4件)である(資料 34)。人的交流として

は、研究者が大学の客員教員・非常勤教員となるほか、大学から客員研究員や研

究生の受入等を行っている。(資料 35) 

一環境関係の国立研究所・独立行政法人の連絡調整・情報交換の場として「環境研

究機関連絡会jカf設置されており、 16年度前半まで事務局を務め (18年4月

より再度事務局を担う)、 17年度情報交換を行うための連絡会に参加するとと

もに、 17年 12月 14日に連絡会メンバーによる「研究成果共同発表会」を開

催した。

一全国地方環境研連絡協議会と連携して、 18年2月22日、 23日に第 21回全

国環境研究所交流シンポジウム(テーマ「大気環境研究の現状と将来一都市大気

汚染・越境大気汚染・酸性雨-J)を開催するとともに、地方環境研究所との協

力に関する検討会を開催した。
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4 .国際的な活動への参画及び協力

-UNEP、IPCC、OECD等の国際機関の活動やGE 0 (地球観測グループ)、

IGBP、Species2000(生物多様性研究ネットワーク)等の国際研究プログラ

ムに積極的に参画するとともに、 UN E Pなどによるミレニアム・アセスメン卜、

G T I (世界分類学イニシアティブ)のフオーカルポイント、 AsiaFluxネット

ワーク、 G I 0 (混室効果ガスインベントリオフィス)、 GC P (グローバルカー

ポンプロジ‘ェク卜;1 6年4月から)の事務局としての活動等の取組を進めた。

さらに、気候変動枠組条約締約国会合(C0 p)の公式オブザーパーステータスが

認められ、 17年 12月の COPll(モントリオール)に NGOとして参加し、

メイン会場に専用ブースを設置して研究活動をアピールするとともに、サイドイ

ベン卜として「低炭素経済社会に向けたグローバルチャレンジJを開催した。(資

料 36) 

なお、 GIOの取組として、 18年2月にマニラで行われた、 「第 3回アジア地

域における温室効果ガスインベントリに関するワークショップJを国立環境研究

所において共催する等の活動を行った。

一二国間の環境保護協力協定及び科学技術協力協定の枠組みのもとで、 10ヵ国

(1 4ヶ国)の研究機関と連携して、 37件 (70件)の国際共同研究を実施し

ている(資料 37)。また、これらの協定に基づく共同研究の見直しを随時行っ

ている。

1 7年度は、日露科学技術協定合同委員会友び日韓環境保護協力合同委員会に出

席し、政府間プロジェク卜としての研究協力の状況報告を行うとともに今後の良

好な協力のあり方等について意見を述べるなどの積極的活動を行った。

一国際協力機構(JI C A)の研修生として集団研修等の視察 23件247名 (17 
件 128名)を受け入れた。(資料 38) 

5 .環境行政、科学技術行政との連携

一中央環境審議会や専門委員会への参画や、各種委員会・検討会での指導的役割、

さらに受託業務の実施等を通じて、研究所の科学的知見を環境政策の検討に活か

すよう努めた。その一環として、 16年4月に「グローバルカーポンプロジ、エク

ト (GC p)・つくば国際オフィスJを設置するなど、グローバルな炭素循環に

関する分野横断的かつ総合的な国際共同研究等を行った。

一環境省が中心となって対応することとなった旧軍化学兵器によると見られる有

機ヒ素化合物汚染について、受託業務として住民の健康被害、汚染源友ぴ汚染の

広が、りを特定するための土壌、地下水汚染の調査研究を実施した。
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一総合科学技術会議事務局に、研究所から参事官等として出向させるとともに、環

境分野の推進戦略に位置づけられた「イニシャティブ」の活動に積極的に参画し

た。

6 .環境技術研究に関する取組

一化学物質の計測技術や廃棄物の処理・リサイクル技術等の開発をはじめとした研

究を行っている。 15年度から着手したナノテクノロジーを活用した環境技術開

発事業については、周年度に設置したアドバイザリボードを活用し専門家の意

見・助言を得つつ、実用化に向けて着実に研究開発に取り組んだ。また、石油特

別会計による温暖化対策技術開発事業については、 15年度から開始した洋上風

力発電及び廃棄物等を利用した水素製造技術開発に引き続き取り組むとともに、

1 6年度より競争的研究資金化された同事業の中で、建築物における空調・照明

等自動コントロールシステム技術開発をはじめ、 5課題の研究を実施した。

ーこうした知見をベースに、第2回環境ナノテクワークショップ、第 1回環境ナノ

テク勉強会を開催するなど、企業との共同研究等を通じて環境技術の開発・普友

に積極的に寄与するとともに、環境省等における環境技術の開発・評価等の検討

への知見の提供に努めた。

ーまた、環境保全に関する技術交流を目的とする各種イベン卜等に積極的に参画し

ており、 17年度は国際ナノテクノロジー展・技術会議 (nanotech 2006 : 
1 8年2月21 ~ 23日、東京ピックサイト)に共同出展した。また、 TXテク

ノロジー・ショーケース ツクバ・イン・アキバ 2005(17年9月21日、

22日、秋葉原コンベンションセンター)において、洋上風力発電に関する出展

を行うとともに、第2回洋上風力発電フォーラム (17年4月25日、東京大学

駒場第 1キャンパス)を開催し、洋上風力発電の展望について議論した。

買運萱主主

資料 31 

資料 32 

資料33 

資料 34 
資料 35 

資料36 

資料 37
資料 38 

独立行政法人国立環境研究所憲章

平成 17年度共同研究契約について

平成 17年度地方環境研究所等との共同研究応募課題一覧

大学との交流協定等一覧

大学の非常勤講師等委嘱状況

国際機関・国際研究プログラムへの参画

二国間協定等の枠組みの下での共同研究

平成 17年度JI CA研修の受入状況

自己評価と今後の対応

1 7年度も、環境研究に関して、総合科学技術会議の定めた環境分野の推進戦略

の下で重点課題に省庁横断的に取り組む「イニシャティブJの活動へ積極的に参画
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するとともに、各種機関との協力や委員会への参画等を通じて、社会的ニーズを踏

まえた研究の実施に努めた。

由際的な活動では、 13年度よりスター卜した UN E Pなどによるミレニアム・

アセスメン卜への参画、 GTIのフォーカルポイン卜、 AsiaFluxネットワーク、

G 10 (温室効果ガスインベントリオフィス)の事務局等の活動に加え、 16年4月

から GC P (グローバルカーボンプロジェクト)のつくば国際オフィスを開設し、世

界のフロンティアを取り入れた研究課題の設定を行った。さらに、気候変動枠組条

約締約国会合(C0 p)の公式オブザーパーステータスが認められ、 17年 12月の

COPll(モントリオール)にNGOとして参加し、サイドイベン卜への開催やメ

イン会場へのブースの設置等を通じて、世界の気候変動関係者との意見交換等を積

極的に行った。

大学との交流は、ジョイントフォーラムの開催など、研究協力の着実な進展が見

られた。また、環境研究を実施している国立研究所や独立行政法人の間での情報交

換・意見交換も進んでいる。

さらに、企業との共同研究や企業からの受託研究については、例えば 15年度か

ら始まった日本自動車工業会との共同研究を進めるとともに、共同でシンポジウム

を開催する等、その推進に努めた。

今後とも、国内外の研究機関や研究プログラムとの協力や、大学、企業など多方

面との連携強化に努めていく。
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(2 )重点研究分野における業務内容

重点研究分野について、別紙 1の内容で研究を行う。

17年度計画の位置づけ

重点研究分野は、研究所全体が今後5年間に重点的に取り組む研究の方向を示し

たものである。 17年度の年度計画においては、中期計画の最終年度としての研究

の方向を示している。

差韮皇室鍾

ー①地球温暖化を始めとする地球環境問題への取組、②廃棄物の総合管理と環境低

負荷型・循環型社会の構築、@化学物質の環境リスクの評価と管理、④多様な自

然環境の保全と持続可能な利用、⑤環境の総合的管理、⑥開発途上国の環境問題、

⑦環境問題の解明・対策のための監視観測の各分野において、研究を行った。

(資料 39) 

-各分野における研究課題とその内容については、 17年度研究計画を公表すると

ともに、その研究成果については、 17年度国立環境研究所年報にとりまとめて

公表した。また、 18年度研究計画の取りまとめ作業を行った。

盟連重型

資料 39 重点研究分野の平成 17年度研究実施概要

自己評価と今後の対応

1 7年度は、第 1期中期計画の最終年度として成果のとりまとめを行ったが、各

重点研究分野では、重点特別研究プロジェク卜、政策対応型調査・研究、知的研究

基盤の整備を中心に着実な成果をあげることができた。

1 8年度は、第 2期中期計画に示された研究の方向性にそって、適切な研究体制

を構築し、着実な成果をあげるよう努める。
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( 3 )研究の構成毎に見る業務内容

ア.重点特別研究プ口ジ、工ク卜

重点特別研究プロジ、工クトについて、別紙2の内容で研究を行う。

イ.政策対応型調査・研究

政策対応型調査・研究について、循環型社会形成推進・廃棄物研究セン

ター及び化学物質環境リスク研究センターにおいて、別紙3の内容で調

査・研究を行う。

ウ.基盤的調査・研究

重点研究分野に係る研究を推進するとともに、長期的な視点、に立って、

環境研究の基盤となる研究及び研究所の研究能力の維持向上を図るため

の創造的、先導的な調査・研究を行う。

独創的・競争的な研究活動を促すとともに、将来の重点特別研究プロジ

ェク卜等に発展させるべき研究を奨励すること等のため、所内の公募と

評価に基づき運営する所内公募研究制度に基づき、奨励研究 31課題、

特別研究 10課題 (17年度新規4課題)を目途に推進を図る。

エ.知的研究基盤の整備

環境研究基盤技術ラボラトリー友ぴ地球環境研究センターにおいて、

別紙4の内容で知的研究基盤の整備を行うとともに、可能なものから研

究所外への提供を行う。

17年度計画の位置づけ

中期計画に位置づけられた研究の全体構成は、資料40のとおりである。 17年

度は 5ヶ年の中期計画の最終年度であり、研究組織、研究プロジェク卜の運営等の

見直し等を検討しつつ、目標達成に向けた研究業務の推進を図る。

豊重旦重量

ア.重点特別研究プロジェク卜

一次の 6つのプロジ‘ェクトグループを設置し、年度計画に記載した方向での研究を

実施した。

①地球温暖化の影響評価と対策効果

②成層圏オゾン層変動のモニタリングと機構解明

③内分泌かく乱化学物質及びダイオキシン類のリスク評価と管理

④生物多様性の減少機構の解明と保全

⑤東アジアの流域圏における生態系機能のモデル化と持続可能な環境管理

25 



⑥大気中微小粒子状物質 (PM2. 5)・ディーゼル排気粒子 (DE p)等の

大気中粒子状物質の動態解明と影響評価

一各プロジ、エクトグループは、重点的に配分された運営費交付金を核に競争的資金、

業務受託費などを確保しつつ研究を実施した。

一各プロジェクトの研究は、 17年4月の外部研究評価委員会による年度評価にお

ける委員コメン卜を踏まえつつ実施した。また、 17年度までの研究成果につい

て18年 5月の同委員会において事後評価を受け、 18年度に開始された第 2期

中期計画に基づく研究計画の再点検と必要な見直しに活用し、今後の研究の一層

の進展を図ることとする。(資料41 ) 

(注)研究評価制度の詳細については、(4 )で記述する。

イ.政策対応型調査・研究

一政策対応型調査・研究を実施する組織として、循環型社会形成推進・廃棄物研究

センター及び化学物質環境リスク研究センターを設置し、年度計画に記載した方

向で次の研究を実施した。

①循環型社会形成推進・廃棄物対策に関する調査・研究

②化学物質環境リスクに関する調査・研究

一両センターは、重点的に配分された運営費交付金を核に競争的資金、業務受託費

などを確保しつつ研究を実施した。

一各調査研究は、 17年4月の外部研究評価委員会による年度評価における委員コ

メン卜を踏まえつつ、研究を実施した。また、 17年度までの研究成果について

1 8年5月の同委員会において事後評価を受け、 18年度に開始された第2期中

期計画に基づく研究計画の再点検と必要な見直しに活用し、今後の研究の一層の

進展を図ることとする。(資料42) 

ウ.基盤的調査・研究

一基盤的調査・研究としては、経常研究費による小規模な基礎研究から、競争的資

金によるプロジェク卜型の研究まで様々な研究を実施した。なお、基盤的調査・

研究としては、創造的、先導的な研究にも数多く取り組んだ。

-1 7年度においては、以下のとおり「奨励研究j友び「特別研究Jを実施した。

(資料 43) なお、「奨励研究」については、 13年度以降に提案された課題を

対象として、「奨励研究制度のフォローアップ調査Jを行い、その結果を 17年

度の募集要項等へ反映させた。
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公募研究の種類 課題数 対象となる研究

H13 H14 H15 H16 H17 

-基盤的研究(年 300

万円程度)友ぴ長期的な

モニタリング等が必要な

奨励研究 1 4 4 0 4 2 4 1 3 6 研究(5年以内。

年 1， 0 0 0万円以内)。

-内部研究評価委員会に

よる評価に基づき採択。

-重点研究分野における

プロジェクト型の研究

(概ね 3年以内。

特別研究 6 7 7 8 1 0 年2，000万円以内)。

-内部友ぴ外部の研究評

価委員会の評価を勘案

して採択。

-1 8年 3月の内部評価委員会において、 17年度前期奨励研究(終了時)及び特

別研究(中間)の評価を行い、研究の方向についての助言を行った。

-1 8年 5月の外部研究評価委員会において、 16年度終了の特別研究等の 2課題

について事後評価を実施するとともに、 18年度新規提案課題の事前説明を行っ

た。(資料44) 

ーまた、内部研究評価委員会の事前評価の結果に基づき、 18年度から実施する新

規の特別研究として 7件の研究課題を採択し、外部研究評価委員会での意見を含

め、 18年度に開始された第2期中期計画に基づく研究計画の再点検と必要な見

直しに活用し、今後の研究の一層の進展を図ることとする。

工.知的研究基盤の整備

一知的研究基盤を整備する組織として、環境研究基盤技術ラボラトリー友び地球環

境研究センターにおいて、年度計画に記載した方向で知的研究基盤の整備を行っ

た。また、 17年度までの事業の成果について 18年 5月の外部研究評価委員会

において事後評価を受け、 18年度に開始された第 2期中期計画に基づく研究計

画の再点検と必要な見直しに活用し、今後の研究の一層の進展を図ることとする。

(資料 45) 

一環境標準試料等の有償分譲規程に基づき、環境標準試料及び微生物保存株の所外

等への提供を行っている。環境標準試料のうち、 15 ~ 1 7年度に 3試料けアオ
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コ、大気粉塵及び食事試料)を作製しており、 17年度においては、食事試料の

分譲を開始した。微生物株については、 1. 8 7 1株を保存しており、 17年度

においては、 65 8株の分譲を行った。

一成層圏オゾン層、地球温暖化、水資源等に関して、地球規模での精綴で体系的か

つ継続的な地球環境モニタリングを行い、ここから得られる多様な観測データを

広範囲のユーザーに提供するためのデータベースの構築と運用を行った。

-1 6年度に設置した「グローパルカーポンプロジ‘ェクト (GC P)・つくば国際オ

フィス」において、地球規模での炭素循環に関する分野横断的かつ総合的な国際

共同研究等を実施した。

-1 6年度に設置した iG0 S A T研究チームJにおいて、温室効果ガス観測技術

衛星 (GOSAT)プロジェク卜を推進するための所肉体制を整備した。

園連童主主

資料40 
資料41 

資料42 
資料43 

資料44 

資料45 

中期計画における研究の全体構成

重点、特別研究プロジ、ェク卜の実施状況

政策対応型調査・研究の実施状況

所内公募型研究制度の実施状況

平成 16年度終了特別研究の評価状況

知的研究基接の整備状況

自己評価と今後の対応

1 .重点特別研究プ口シ‘工クト及び政策対応型調査・研究

1 7年度は、第 1期中期計画の最終年度として、中期計画に掲げた研究計画を基

本とし、外部研究評価委員会等からの指摘を踏まえつつ、各プロジェクトの研究業

務を着実に推進し、研究成果のとりまとめを行った。外部研究評価委員会による研

究成果の事後評価の結果は、重点特別研究プロジ、エク卜については、昨年度に引き

続き、高い評価を得た。政策対応型調査・研究に関しでも、化学物質のリスク管理、

循環型社会の形成仁関する分野ともに、着実な知見の蓄積が見られる等との高い評

価を得た。

2 .基盤的調査・研究

所内公募研究のうち奨励研究については、制度のフォローアップを行い、その結

果を反映させることにより、一層の活性化を図るとともに、 18年度以降の評価結

果の公開に向けて検討を行った。

3年を一応の単位とする特別研究については、外部研究評価委員会による終了時

評価、あるいは内部研究評価委員会による中間評価においても、高い評価が得られ

ている。特別研究は、重点特別研究プロジェクトや政策対応型調査・研究だけでは
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十分カバーできない緊急的政策課題や基盤的あるいは先見性が必要とされる研究

に、迅速・適切に対応する役割を担っているものと考えている。

若手研究者の育成、先進・先導的な研究の発掘・育成、所内の競争的環境の醸成

とともに、当研究所の特色である様々な分野の研究者が参加するプ口ジ‘ェクトの形

成のために、所内公募研究制度を継続・充実していく。

3 .知的研究基盤

環境研究基盤技術ラボラトリーでは、， 4年度から着手した環境試料タイムカプ'

セル化事業による環境試料の長期保存や絶滅危倶生物の細胞等の保存事業につい

て、アジア・ユーラシアにおける絶滅危慎鳥類保護のための国際ワークショップ

(， 7年， 2月8白、 9日、つくは国際会議場エポカル)を開催するなど、細胞等

の確保のためのネットワーク構築を図るとともに、タイムカプセル棟の野生動物検

疫施設の竣工等により検疫体制を強化するなど、一層の推進が図られた。地球環境

研究センターでは、， 6年度に設置された「グローバルカーボンプロジェクト (G
c p)・つくば国際オフィス」及び fG0 S A T研究チームjにおいてグローバル

な炭素循環に関する分野横断的かつ総合的な国際共同研究等を行うとともに、温室

効果ガス観測技術衛星 (GOSAT)プロジ、ェクトを推進した。， 7年度までの業

務実施状況については、外部研究評価委員会において事後評価を受けたところであ

り、その結果や各委員からのコメント等を踏まえつつ、業務の一層の進展を図る。
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(4)研究課題の評価・反映

研究活動の効率化・活性化を促進し、すぐれた研究成果を発信するため、

研究評価実施要領に基づき、研究所内及び外部専門家による研究課題の評価

を行い、研究資源の配分の決定、今後の研究の進め方等の検討に反映させる。

評価に当たっては、研究成果目標に対する達成度、研究成果の活用状況も踏

まえて実施する。

， 7年度計画の位置づけ

研究評価実施要領に基づき、内部友び外部の研究評価を適切かつ着実に実施する。

また、研究評価の結果は、研究資源の配分等に適切に反映していく。

蓋塾旦室盤

ー独立行政法人国立環境研究所研究評価実施要領友ぴ独立行政法人国立環境研究

所研究評価実施細則に基づき、内部研究評価及び外部の研究評価を行った。研究

の種類毎の研究評価の方針は、下表のとおりである。

なお、競争的資金等の外部資金による研究の評価は、それぞれの制度に基づく研

究評価によることとしている。

研究の種類 研究評価の方針

経常研究 -領域長等が指導

基 奨励研究 -内部研究評価委員会による評価[事前、

盤 年度(長期モニタリング)、事後]

自色 特別研究 -内部研究評価委員会による評価[事前、

研 中間、事後]
nプ~ -外部研究評価委員会による評価[事前、

事後]、その結果を公表

重点特別研究プロジェク -内部研究評価委員会による評価[年度(助

ト、政策対応型調査・研究 言)、中間 (2年次終了時)、事後]

及び知的研究基盤 -外部研究評価委員会による評価[年度(助

言)、中間評価(2年次終了時)、事後]、

その結果を公表

※知的研究基盤は、， 5年度より実施
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一研究評価の評価軸は、次のとおりである。

評価軸 事前 年度 中間

環境問題の解明・解決への貢献度 。 。
研究成果目標

明確性、的確性 。
ーーーーー・ーー"・----ーーーーーーーーーーー ー---ーーーーーーーーー -・・・・・・b 値ーーーーーーー ----司・ー----ーー

個別
達成度 。 。

研究計画
適切さ 。

の ------ーーーーーーーーーーーーーーー--ーー・ー- ーーーー・ーーー---ー. ーーー・ーーーーーー--- ーーーーーーーーーーーーー

評価
妥当性 。

内容の独自性、科学技術・学術に対 。 。
軸 する貢献度

社会・行政に対する貢献度、国際的 。 。
な貢献度

総合評価 。 。 。
評価軸 事後

{聞 中期計画に記載された到達目標の 。
5JIJ 達成度
の 環境問題の解明・解決、社会・行政

価評軸 への貢献度、科学技術・学術に対す 。
る貢献度

総合評価 。

一当研究所の内部友び外部の研究評価では、研究のランク評価 (5:大変優れてい

る 4 :優れている 3 :普通 2 :やや改善が必要(事後評価では、「やや劣

るJ) 1:大幅な改善が必要(事後評価では「劣るJ)) だけでなく、当該研究

に対して様々な面からのコメン卜、助言を得て、今後の研究に生かすことに重点

を置いている。

一内部研究評価は、研究推進委員会が評価委員会の役割を短い、次のとおり実施し

た。

年月 評価対象 評価の種別|

1 7年 9月 1 7年度後期奨励研究 (23課題) 事前

1 7年 11月 1 6年度後期奨励研究(6課題) 事後

1 7年 11月 1 6年度終了特別研究(2課題) 事後

1 8年 2月 1 8年度新規特別研究 (18課題) 事前

1 8年度奨励研究 (3 1課題) 年度、事後

事前
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1 8年 3月 |重点特別研究フ。ロジ‘工ク卜、政策対応型調査・研| 事後

究、特別研究、知的研究基盤友び情報関連業務 | 中間

一外部研究評価は、外部の専門家 (17年度は 23名、 18年度は 28名)からな

る外部研究評価委員会(資料46) を設置し、次のとおり実施した。また、その

結果をホームページ上で公表した。

年月 評価対象 評価の種別

1 7年 4月 重点特別研究プロジ‘ェク卜、政策対応型調査・研 年度

究友び知的研究基盤

1 8年 5月 1 6年度終了特別研究 (2課題) 事後

1 8年度特別研究 (10課題) 事前説明

重点特別研究プロジェクト、政策対応型調査・研 事後

究及び知的研究基盤

一重点特別研究プロジェク卜等については、 17年4月の外部評価(年度評価)結

果及び9月の独立行政法人評価委員会の評価結果を踏まえ、 17友ぴ 18年度の

予算に反映させた。

-1 8年5月の外部評価委員会による事後評価の結果は、プロジ、ェクト関係者のみ

ならず、理事、研究推進委員会メンバ一等を交えた場で議論し、 18年度に開始

された第2期中期計画に基づく研究計画の再点検と必要な見直しに活用し、今後

の研究の一層の進展を図ることとする。

一研究所の評価を高めることや研究所活動の発展に多大な貢献を行った者等を顕

彰するための表彰制度 (NI E S賞)に基づき、 NIES賞を授与 (3名)した。

関連資料

資料46 国立環境研究所研究評価委員会委員

自己評価と今後の対応

研究評価については、予定していた評価日程に沿って着実に行うことができた。

奨励研究については多くの提案があり、研究への助言を得る機会が増えたこと、ま

た、 17年度実施予定の奨励研究 (17年2月評価)から、応募できる流動研究員

の範囲を拡大し、研究者の聞における競争的環境の醸成を通じて、研究所の活性化

にもつながったものと考えている。

重点特別研究プロジェクト及び政策対応型調査・研究の外部専門家による事後評

価においては、各委員から貴重な意見をいただき、 18年度に開始された第2期中

期計画に基づく研究計画の再点検と必要な見直しに活用し、今後の研究の一層の進

展を図ることとする。
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当研究所の研究評価制度は、単に研究成果等のレベルを評価するためだけではな

く、今後の研究への助言を得ることに主眼を置いている。研究評価に費やす労力を

軽減しつつ、発展性のある研究評価を実現していくよう努める。
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( 5 )研究成果の普友、成果の活用促進等

①研究成果の普及

個々の研究者による学会誌、専門誌等での誌上発表や関連学会、ワークシ

ョップ等での口頭発表を奨励する。

広報・成果普及業務の着実な実施を図るため、所内の広報委員会において業

務計画の策定等を行うとともに、下記により研究成果の幅広い普友に努める。

・研究成果の電子化とイ以ターネットでの提供

-研究所年報(和文、英文)の作成

・研究成果発表会(国立環境研究所公開シンポジウム 20 0 5 r地球とく

らしの環境学ーあなたが知りたいこと、私たちがお伝えしたいこと-J) 
の東京及び京都での開催

・テーマに応じたシンポジウム、ワークショップ等の開催又はそれらへの

参加

・研究成果を国民に分かりやすくリライトした刊行物(環境儀)の作成

17年度計画の位置づけ

中期目標の数値目標の達成のために研究成果の誌上・口頭発表を積極的に進める。

また、広報・成果普及業務の計画的かつ着実な実施を図るための実施体制を確立す

るとともに、様々な媒体を利用して積極的な成果の普友を行う。

童韮旦室鍾

1 .研究成果の誌上・口頭発表

-1 7年度の研究成果の誌上・口頭発表件数は、以下のとおりである。

主竺
誌上発表件数 口頭発表件数

和文 欧文 その他 言十 圏内 圏外

13年度 227 310 。 537 756 185 

( 80) (254) (334) 

14年度 289 271 。 560 773 184 

(105) (228) (333) 

15年度 345 287 。 632 955 198 

(106) (242) (348) 

16年度 278 318 。 596 882 239 

(107) (275) (382) 

17年度 298 262 14 574 885 260 

(84) (241) (13) (338) 

(注 1) 誌上発表件数の( )内の件数は、査読ありの件数

(注 2) その他とは、和文、欧文以外の誌上発表
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1 7年度の実績は、 8年度から 12年度までの年間平均値(誌上 48 0件、口頭

765件)のそれぞれ 1. 2 0倍、 1. 5 0 倍に相当し、中期目標期間の実績は、

「中期目標期間中の誌上発表件数、口頭発表件数をそれぞれ 8年度から 12年度ま

での合計件数の 1割増(誌上 2，640件、口頭4，2 0 6件)を目指すJという

目標の各 11 0 %、 126%の達成率が得られた。(資料47)

2 .広報友び研究成果の普及

一研究所の広報及び成果普及活動を円滑かつ着実に実施するため、広報委員会にお

いて、「平成 17年度広報・成果普及関係業務計画」を策定した。

-1 7年度においても、研究所の研究成果等を刊行する際の刊行規程に基づき、報

告書等を刊行した。(資料 48) 

ー研究成果をリライトし国民各層に分かりやすく普友するための研究情報誌「環境

儀」については、 17年度において以下の 4号を発行した(各4，0 0 0部)。ま

た17年度において、より充実したものとするための基礎資料を得るため、掲載

内容やデザイン等に関する読者向けアンケート調査を実施した。

第 16号 (4月) 長江流域で検証する「流域圏環境管理Jのあり方

第 17号(7月) 有機スズと生殖異常一海産巻貝に友ぼす内分泌かく乱化学物質

の影響

第 18号 (10月)外来生物による生物多様性への影響を探る

第 19号(1月) 最先端の気候モデルで予測する「地球温暖化j
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環境儀シリ ーズ(第 16号から第 四 号まで)

一国立環境研究所公開シンポジウム2005r地球とくらしの環境学一あなたが知

りたいこと、私たちがお伝えしたいこと一Jを東京メルバルクホールで開催(1 

7年 6月12日)するとともに、京都(アパンティホール)でも開催(同 6月25

日)し、それぞれ、 887名、 350名の参加をいただいた。同シンポジウムで

は、研究所の研究成果等に関する 4つの講演と 25テーマのポスターセッション

を行った。また、講演内容の分かりやすさ等についてアンケートを実施した。な

お、講演に用いた資料や参加者からの質問に対する回答等については、ホームペ

ージに掲載するなど、フォローアップも行った。

「国立環境研究所公開シンポジウムの椋子」

ー rAs i aF I ux Workshop 2005J (富士吉田市)、「アジア太平洋廃棄物専門家会議J(東

京)、「炭素循環及び温室効果ガス観測ワークショップJ(東京)、「小児等の環境

保護に関する国際シンポジウムJなど、各種シンポジウム、ワークショップ等を
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開催した。(資料 49) 

園連宣担

資料47 

資料48 
資料49 

誌上・口頭発表件数等

平成， 6年度国立環境研究所刊行物一覧

ワークショップ等の開催状況

自己評価と今後の対応

研究成果の誌上発表数及び口頭発表数については、過去5年間の平均をそれぞれ

20%、50%上回り、着実に成果を上げ、目標を達成することができた。

研究成果を国民各層に分かりやすく発信する試みである研究情報誌「環境儀jに

ついては、幅広いテーマを取り上げ、， 7年度までに， 9号を刊行した。さらに理

解しやすい工夫を重ね、研究所の顔となる刊行物として充実を図ることとする。

， 7年度の公開シンポジウムを東京友び関西(京都)の 2カ所で開催し、両会場

ともほぼ満員となるなど一般の人々から高い関心が示されるとともに、講演内容に

ついても高い評価が得られた。， 8年度においても、研究所の研究成果の発信の場

として、内容に工夫を加えながら実施する。
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②研究成果の活用促進

特許相談会の開催等による支援を通じて知的所有権の獲得・実用化の促進に

努めるとともに、共同研究規程等に基づき、産学との交流を促進する。

17年度計画の位置づけ

知的所有権に関する制度、体制の充実を図るとともに、共同研究等を通じた産学

との交流を促進する。

童韮旦室量

一「独立行政法人国立環境研究所職務発明規程」に基づき、 17年度は 4件(8件)

の発明を職務発明に認定するとともに、これらについて特許出願の手続きを行っ

ている。また、 17年度に 2件 (2件)の特許等が登録された。 17年度末現在

で、国内友び外国特許 43件、実用新案権 0件、意匠権3件、商標権 1件を登録

している。(資料50) 

また、法律特許事務所と顧問契約を締結し、特許等の取得や実施許諾にかかる法

的な判断が必要な事項についての相談、取得された特許等の活用等のための契約

内容に関する相談等が行えるよう知的所有権取得活用のための支援環境を整備

した。

一第 2. 1. (1)で記載したように、研究成果の社会還元促進の一環として、企

業との連携拡充に努めている。 17年度においては、「独立行政法人国立環境研

究所共同研究実施規程」に基づき、企業等との問で、合計29件 (42件)の共

同研究契約が締結された(資料 32参照)。このほか、企業、大学等の視察受入・

意見交換を通じた交流を進めた。

一環境省等が開催する審議会等に職員が委員としての参画等を行った。(資料51 ) 

国連室主主

資料 50 
資料 32 
資料51 

登録知的財産権一覧

平成 17年度共同研究契約について

各種審議会等の委員参加状況

自己評価と今後の対応

職務発明の認定件数はまだ少ないが、今後さらに、知的所有権取得活用の支援方

策を検討し、体制の充実に努める。

第 2. 1. (1)で記載したように、企業との研究交流の少なかった当研究所と

38 



しでは、(社)日本自動車工業会との共同研究のような新たな協力関係がさらに進

展したことや、共同研究については契約数としては、中期計画の最終年度を迎え、

減少しているものの、複数年継続されている契約が多く、共同研究がf)lj買調に進捗し

ているものと考えられること等、共同研究や受託研究を通じて、十分な成果をあげ、

ることができた。今後とも、当研究所の活動を周知する努力を行いつつ、企業との

研究協力の拡大を図る。
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③研究活動に関する広報・啓発

国立環境研究所ニュース等の定期的発行、ホームページによる発信、大型

実験施設の見学や研究活動の紹介等を行う研究所の一般公開 (4月及び 7

月)、学校、企業、自治体等の団体見学の随時受入等を行うほか、国立環境研

究所友の会への協力等を通じて個人、 NPO、企業など、様々な主体とのコミ

ュニケーションを進める。

研究所の活動を紹介するための基本となる各種媒体の充実を図り、幅広く研究活

動の紹介等を行うとともに、様々な主体との連携を検討する。

1 7年度計画の位置づけ

業務の実績

一研究所の活動を紹介する各種媒体を作成・活用した 0・公開シンポジウム2005の内容を紹介する DVDビデオを作成し、新たに

ホームページに掲載するとともに視察対応等に活用

パンフレット(日英各2種):必要な見直しを行いつつ、関心の高い個人、

機関に配布(総合パンフレット 7， 000部)

国立環境研究所ニュース:年6回、各2，000部発行し、最新の研究活動

を紹介

地球環境研究センターニュース:月 1回、各 3，200部発行

化学物質環境リスク研究センタ一四季報年3回 (各 1， 000部)

1 .パンフレット・ニュースレターの発行

• 
• 
• 
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一研究所ホームページにおいて、研究報告書に関するプレスリリースの掲載、研究

所の活動の紹介等を迅速に行った。

2. 施設の一般公開、見学・視察の受け入れ

-1 7年4月23日(土)及び7月23日(土)に、つくば本構内で研究所施設の一

般公開を行った(それぞれ857人及び3， 010人の来所者)。
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一国内外の各方面からの視察受け入れを行った。(資料52) 

圏内 (学校・学生、市民、企業、官公庁等) : 6 6件 1，2 7 2人

海外 (政府機関、研究者、 JICA研修生等): 3 8件 392人

-これらの視察等については、研究所に対する一般の理解を深めてもらう観点から、

できる限り対応している。個別の見学対応には限界があるため、年に 2回行う施

設公開を工夫して、その点をカバーするよう努めた。具体的には、 16年度より

2回目の施設公開日を夏休みに設定し、その広報を充実させた結果、 16年度の

約 1.8倍の 3， 010名の来所者があった。一方、見学対応による研究者等へ

の負担を軽減し、一層の効率化を図りつつ対応能力を向上させる必要があること

から、施設見学用のパンフレット、 パネル、展示物等を整備するとともに、案内

マニュアルの作成を進めている。

つくば本構内で研究所施設一般公開 (夏の大公開)の状況(17年7月)

3 様々な主体とのコミュニケーション

一国立環境研究所公開シンポジウム2005r地球とくらしの環境学-あなたが知

りたいこと、私たちがお伝えしたいこと -Jを東京メルバルクホールで開催(1 

7年6月 12日)するとともに、関西 (アパンティホール)でも開催 (同6月25

日)し、それぞれ、 887名、 350名の参加をいただいた。同シンポジウムで

は、研究所の研究成果等に関する 4つの講演と 25テーマのポスターセッション

を行った。また、講演内容の分かりやすさ等についてアンケートを実施した。な
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お、講演に用いた資料や参加者からの質問に対する回答等については、ホームペ

ージに掲載するなど、フォローアップも行った。[再掲]

一個人、 NPO、企業など様々な主体とのコミュニケーションを行う場として設立

された「国立環境研究所友の会J(会長:大井玄元国立環境研究所長)につ

いては、国立環境研究所ニュース、地球環境研究センターニュース、環境儀等を

提供するとともに、研究所施設見学会の開催、交流セミナーやフィールドツアー

の開催、研究所公開シンポジウムなどのイベン卜案内を通じて、その活動を経常

的に支援している。

一環境研究・環境保全に関するイベント、展示会、サイエンスキャンプ等の教育プ

ログラム等に研究所として積極的に協力を行った。

イベン卜 実施時期 対応内容

エコフイフ・フ工ア 20 0 5 ， 7年6月 代々木公園に専用ブースを出

展。

サイエンスキャンプ2005 ， 7年7月 晶校生等を対象にした 2泊 3日

の合宿プログラム。つくばキャ

ンパスで実施。応募者の競争率

は参加47機関中でトップクラ

スであった。

科学大好き児童生徒育成事業「ミー ， 7年8月 茨城県が実施。 3日間で「ため

博士コースJ 池の水質調査jを県内の中学生

5名に実施。

TXァクノロジー・ショーケース ， 7年9月 洋上風力発電L関する展示。

ツクパ・イン・アキパ20 0 5 
つくば科学フヱスァィパル20 0 5 ， 7年， 0月 つくば市のイベント。当研究所

はつくば市内で最大級の出展を

f子った。

国際ナノァクノロジー展・技術会議 ， 8年2月 ナノァクノロジーを用いた環境

(nano tech 2006) 保全技術に関する展示等

第2回友の会・フィールドツアー in ， 8年3月 国立環境研究所の研究フィール

霞ヶ浦 ドの 1つである霞ヶ浦を対象に

して、現在の湖沼の環境等を紹

介 (20名参加)

つくば科学出前レクチャー 適宜 研究者を登録し、要請に応じて

環境研究に関する講義等を行

つ。

42 



4 .マスコミへの対応

マスコミからの取材には積極的に応じている。その結果、当研究所の研究が紹

介・言及された新聞報道は、 17 1件になっている。(資料53) 

園連重型

資料 52 平成 17年度研究所視察・見学受入状況

資料 53 研究所関係新聞記事一覧

自己評価と今後の対応

広報活動や見学・視察の受け入れについては、公開シンポジウムの東京友び京都

の2ヶ所で実施する等、積極的に取り組んだ。さらに、研究所iの施設公開について

も来場者の要望に応え、 2回目の公開日を夏休みの土曜日に設定し、大盛況となっ

た。また、茨城県ミニ博士や高校生等を対象にしたサイエンスキャンプなどの教育

的プログラムへの積極的な協力を行った。また、各種イベント等への参加を通じて

情報発信や交流を進めることができた。今後も、「国立環境研究所友の会jの活用

等による様々な主体とのコミュニケーションを拡充し、研究所の活動についての国

民の理解向上に努める。
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2.環境情報の収集、整理友び提供に関する業務

環境情報センターを中心に、環境の保全に関する知識の国民への普及を図

るとともに、国等の環境政策及び企業、民間による自主的な環境保全に関す

る取組を支援するため、国内外の環境情報を収集、整備し、これらの情報を

容易に利用できるよう、国際的な連携も図りつつ、インターネット等を通じ

て提供する。

このため、体系的な収集整理、各データの相互利用、総合化、解析等が可

能となるようデータベース化を進めるとともに、地理情報システム (GI S) 

を活用した環境情報システムの整備など、国民にわかりやすい情報提供手法

の開発・導入を進める。

特に、予算の重点配分等により、以下のとおり、環境情報の収集、整理友

び提供に関する業務を行う。

① 環境情報提供システム整備運用業務

ア. E I Cネット

既に展開している情報発信内容の更なる充実を図るほか、利用者のニーズ

を踏まえた新たなコンテンツの追加に努める。また、より利用しやすいホー

ムページとするため、ウェブ・アクセシビリティの向上を図る。

イ.環境技術情報ネットワーク

利用者にとって有用な情報を継続的に提供するため、環境技術に係る最新

情報の掲載などコンテンツの拡充を図る。

17年度計画の位置づけ

中期計画の目標達成の一環として、環境情報の収集、整理友び提供に関する業務

を実施するため、環境情報の現状や利用者のニーズを考慮しながら、利用者に使い

やすいデータベース等の整備を行う。その主要な手段のーっとして環境情報提供シ

ステムの充実を図る。

差益虫皇鐘

1. E I Cネット

- fE I CネットJ(Environmental Information & Communication Network)は、

環境学習を支援し、環境保全活動を促進するため、行政、研究、企業、 NGO等

の環境情報を幅広く案内するとともに、市民の情報交流の場を提供する環境情報

総合案内のホームページである。
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一情報発信内容のさらなる充実として 17年度に取り組んだ主な事項は次のとお

りである。

・化学物質に関する情報の追加:rエコライフガイドJページの一部として、身

の回りの化学物質に知識と関心を持つ暮らし方を支援するページを追加した0

.学校環境ホームページナビ全国版の完成:小中高校のホームページの中にある

環境関連サイトに効率的なアクセスするための「学校環境ホームページナビ」

ページへの情報追加を引き続き行い、全国の情報の掲載を終えた。

-環境Q&Aの活用:r環境Q&AJページに蓄積されている過去の情報を紹介

し、より有効に利用できるように FAQとして整理した。

-時事に即応した情報の掲載:rピックアップJ、fニュースJ、「環境用語集」等

において、社会的関心に応じた情報の紹介に努めた。特に、利用者からの要望

の多い中国の環境に関する情報の充実を図った。

ーアクセシビリティのさらなる向上を図るため、閲覧支援ツールを整備するととも

に、その機能が充分に活かされるように J1 S X 8341-3: W高齢者・障害者等

配慮設計指針ー情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウ

ェフ、コンテンツ』に準拠したサイト内の見直しを実施した。閲覧支援ツールは、

音声読み上げ、表示の鉱大・縮小、色変更、ふりがな付けの機能を備えている。
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-EICネットの利用(ページビュー)件数は、 17年度総計約4，458万件(月

平均約 372万件)であり、 16年度に比較して大幅な増加(+48  %)が見ら

れた。また、 13年度と比べると 2.4倍の伸びを示した。

500 

400 

300 

ま誕
生

200 

100 

。

万

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

EICネット月間利用(ページビュー)件数の推移

(注)1 4年6月及び8月のページビュー件数の急激な増加は、民間サイトの検索

ロボットによる自動検索が頻繁に行われたためと思われる。6月及び8月を除

く14年度の月平均利用件数は約 199万件であった。

なお、 13年度以降の月平均及び年間の利用(ページビュー)件数の推移は

下表のとおりである。

平成 13年度 平成 14年度 平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度

月平均件数 1 5 3万 245万 201万 251万 372万

年合計件数 1，840万 2，94  1万 2，41 2万 3，01 8万 4，458万
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2. 環境技術情報ネットワークの整備業務

一環境保全に貢献する技術の研究開発及び普及の推進を目的に、 15年8月から

「環境技術情報ネットワークJホームページを開設し、掲載情報の充実を図って

きている。

-17年度においては、以下のメニューを掲載し、日々、情報の収集・更新に努め

た0

・環境技術新着ニュース :関連機

関や企業が発表した技術ニュ

ースを日々収集し、オリジナル

情報へのリンクとともに紹介。

・環境技術情報ナビゲーション : E1

環境技術情報を発信している

ホームページを分野別に案内。

-環境技術ライブラリ:世間の注

目を集めている技術を解説し

た論文を掲載。

-環境技術イベント情報:関連す

るセミナーや展示会などを紹

介。

自己評価と今後の課題

闘向。Google

旨一一

-理111実情うイブヲ1)102.喧迫凪，ました.(.月間目}

・ 断書ニ~-ス.環境並幅愉帽ナピゲーシaンへの情報橿偶をお..、します.

-繍旗揚傭・ネヲトヲーヲと館

r咽鳩雄情愉縄ネ叶ワーヲ'JI草、 IJtl省と{陸〉国立咽繍副党聞か袋町で企凪，、
〈嗣}嘩測情暗醤&t?ンターか遺障Lτいる明繍誼楠幡帽のポータルサイトです.
司描画領輔の珂畠甚嗣=ついτ

聞い歯b世.lI!;

- 愉帽措置方珪膚‘岬利用方if:ゃ1>1Ir-t曹のaについτは: .-tec:~c:Of~に
1>田弘、含わ1t下書い.

・咽g.同盟幅値臨時内宮こついτl草:それぞれの舗骨'./-スにお1:1.1合わせ下草
い.

・著作纏・リン剖こついτ1::こちら篭ご覧〈ださい.

。U. dIS悩柵究開 ~ ..J!.~...t 

環境技術情報ネットワークのトップページ

EICネットについては、利用者にとってより使いやすいホームページの運営を

目指した結果、利用件数は、 16年度に比べて 48%増加し、年間 4，000万件

を超えた (13年度と比較すると 2.4倍になった)。 また、書き込み参加の会員数

も着実に伸び、累計 12，500人を超えた。

このように利用件数及び会員数が毎年度増加していることは、一般からの認知が

確実に広がっているためと思われるが、今後とも、利用者のニーズを的確に把握し

つつ、幅広い環境情報を発信していくことが重要と認識している。

環境技術情報ネットワークについては、やや専門的な情報提供を行っていること

から、利用件数は、年間 65万件 (月平均 5， 5万件)にとどまっている。ただし、

1 6年度 (年間 47万件、月平均 3.9万件)に比べ38%の増加を示しているこ

とから、利用件数の増加がさらに続くよう、今後とも掲載内容の充実を図るととも

により新鮮な情報を発信し、本ネットワークの有用性を高めていくこととしている。
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② 環境国勢データ地理情報システム(環境G I S)整備運用業務 l 

全国の大気環境監視デー夕、公共用水域水質データ等について、地域ごと

に地図やグラフ表示を行い可視化するとともに、地形図や規制図等の地理情

報を重ね合わせ表示を行うなど、国民が理解しやすく利用しやすい形に加工

し、引き続きインターネットを通じて提供する。また、新たな種類のデータ

についてのシステム整備についても検討，を進め、可能なものから追加する。

17年度計画の位置づけ

1 6年度までに中期計画の目標に掲げられたすべてのデータの提供を開始した

ため、 17年度はこれらの提供データの最新年度分の追加も含めた日常的な管理・

運用を実施するとともに、 G I S技術等を活用した各種環境情報の提供に関する環

境省からの受託等業務に取り組む。その一環として、ダイオキシン類環境調査結果

をGIS表示する「ダイオキシンマップ」を公開する。

童韮旦室鍾

-1 4年度から公開を開始した環境GI Sについて、引き続いて適切に運用を行う

とともに、新たなデータとして、環境省からの請負業務の成果である「夕、イオキ

シンマップJの追加掲載を行った。

-1 5年度に測定された大気及ひ(7]<質データをそれぞれのデータベースに追加し、

ダウンロード用データとしても活用可能とした。また、 14 -1 5年度測定デー

タに基づいて 16年度に公開を開始した「全国自動車交通騒音マップ」について、

1 6年度測定データを追加した。

-1 6年度に国立環境研究所が創立30周年となったことを契機として作成・公開

した「全国の大気・水質の長期経年変化を見る」ページについて、 15年度デー

タを追加した。

一「環境G I sJの機能を活用したコンテンツの増加に伴って複雑化したページ構

成を見直し、利用者にとってさらに使いやすいシステム色するため、システム溝

成を始めとする全体的な再検討を行った。検討結果を反映したりニューアルシス

テムは、 18年度早期の公開を予定している。
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諸積

園l環境G1sll、全国やi世犠の環境の1お叉にス、て、地理情報システム
(G[S)を用いて、提供するベベJです.環境省や国立環境研究所に
より涜軒村こ、さまざまお環境貨にス、ての紘宣データや法規如何コ
状〉ヌを、I色l8Jやグラフで見ることができます.

1::iH13月31日より全国自動車受通騒膏マップに平成16年度(2∞4)年度デー空を追加Lました.

おロ'3明30日より芝玉芝主之与豆"7の公開を問挺むました.

このベージは、独立行政法入国立環嶋研究所環境情報セン台ーが作成するべ-:;です.
ご意見やご質問は、 陸OnIes.20.iまで、あ寄せ下さい.
本サイトの著作権Il、国立環境研究所が所有します.

-このベージIl、In回円削 E却b崎市D以上または陶抽司副1以上
またはそれと同等の機能を待つブラウザでご覧になることを推奨します.

cl6 
国立環境研究所

‘#-.~ 
環繍省

号炉|

「環境G 1 SJのトップページ

相蹴@縦謁隊司噂B
圃圃誕詠草幽硲調車圃|

!穴侠

|茨媛県

!一市町村一

[!附

トー聞査地点

回-8'思繍

回II!生源111m

回調室地点名

ロ爾区町村名

回嗣蜜地点

岨エT'』1I'{~n

』抗措ZE時事活r

ι民吊th'"zdf量t

‘'宙開..  』晶画.~

置!1m

田 園董111・甫匡町村

「一 一一一一雇画表示拘

図描週

盟主笠立ニ茎

l川

トi
|川

EI 

トl

回叫~ g...加 ~.，~

「環境G ISーダイオキシンマップ」のページ例
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「環境GISー全国自動車交通騒音マップJのページ例
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「全国の大気 回水質の長期経年変化を見る』ページ例
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一環境省から下記の9件の業務の委託・請負を受け、システムの基本設計やプログ

ラムの開発など、それぞれの業務を適切に実施した。

① 水質環境総合管理情報システムの運用及び開発

② 大気汚染物質広域監視システム表示系管理

③ 花粉観測システム表示系管理

④ 生活環境情報総合管理システムの整備

⑤ 全国水生生物調査結果解析

⑥ GISを用いた自動車交通騒音情報の整備提供手法検討調査

⑦ ダイオキシン類環境中挙動調査データベース構築

⑧ 有害大気汚染物質モニタリング調査結果GIS公開システム構築

⑨ 環境放射線等モニタリングデータ公開システム構築

一特に、既に運用している上記② (愛称「そらまめ君J)については、引き続きデ

ータ公開の管理・運用を行っており、 17年度の総利用件数は 1， 1 8 7万件に

のぼった。また、 15年度に本格運用を開始した上記③ (愛称「はなこさんJ)

は、従来の関東地域、関西地域及び中部地域に加えて、 17年度には中国・四園

地域における観測ポイントのデータについても提供を開始した。

a~4ÎfØ喜志望長畠忌そらま障害1;1.堅苦マメ3重視します.

環境省大気汚染物質広域監視システム
Atm情。同ric.Environm制柚IReQio帽101>1両何回k>nS'ν回 em.AEROS 

書留の穴，明暗鵠:liI:?I.司、24晴也愉暢掴織して1屯ザイトです.
穴l1¥i・牽蟻潤定信象{崎町竃〉と光{t"掌コ件シタント注量帽'値発令舗縄骨量続1週間時データを稽留守

守測定局の後*

J測定局配置図 伊デー矧聾自況
権実ヲラウザ

本ザイトI~、以下の環境でご覧111<ことを惟奨しております.
')iic:rosoft:凶....E申耐宵Ve<6.0.以よ
'!'¥柑申7.0以上
※よlW舛{f)ブラウザでIl.正常に表示され均い場合が晶ります.

環鎌担定

'JI.\"aS吋測とポップアッブ割I~を有効にしてくださL 、.

「そらまめ君j と fはなこさんJのトップページ
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ーまた、 16年度に当センターの「環境G I sJの機能の活用を前提として、開発

し運用を開始した上記⑥に続いて、上記⑦についても同様の開発を行い、 17年

度に「環境G I SJのページから公開を開始した。また、上記④友ぴ⑧について

も同じく近い将来の公開を目途に開発を行っているところであり、「環境G I sJ 
の統一的な機能の活用によって、これらのコンテンツについても利用者にとって

利用のしやすいシステムとすることを目指している。

自己評価と今後の対応

1 4年9月に本格運用を開始した環境G I Sについては、 16年度までに、中期

計画において目標としていた 5種類のデータのすべてについて、公闘が完了した。

1 7年度においては、これらについて、最新のデータを追加するとともに、コン

テンツの増加に伴って複雑化した環境GISのぺージ構成を見直し、利用者にとっ

てより使いやすいシステムとするため、システム構成等の全体的な見直しを行った。

その結果に基づくりニューアルを 18年度の早期に実施することとしている。

環境GISのページ全体の利用件数(月平均ページビュι件数)は、 15年度の

3 9. 9万件、.1 6年度の 47. 2万件から、 17年度は 49. 3万件と順調に増

加している。

環境GISが更に利用しやすく分かりやすくなるよう、引き続きユーザニーズに

沿った情報提供機能の改善を図るほか、環境省と密接な連携をとりながら追加デー

タの必要性等、内容充実の検討を図るとともに、利用者に対するさらなる PRを図

っていくこととする。

環境省からの受託等業務については、 17年度までと同様の業務の受注を前提と

して、「大気汚染物質広域監視システム」の通常運用と「環境省花粉観測システム」

の改善友び機能強化を行うとともに、 17年度までに運用を開始した「水質環境総

合管理情報システムj、「全国水生生物調査のぺージJ，r全国自動車交通騒音マップJ、
「ダイオキシンマップ」それぞれの運用友び機能改善等を行う。その他、 17年度

に業務を請け負ってシステム開発を行っている「有害大気汚染物質モニタリング調

査結果GIS公開システム」及び「生活環境情報総合管理システム」のコンテンツ

についても、 18年度のできるだけ早期に公開をするなど、所内研究者のアドバイ

ス等も得ながら、着実に推進することとしている。各システム作りに向けて、プロ

グラム作成などの専門的かつ定型的な業務については、引き続きアウトソースの活

用を図りながら、システム全体の設計構想のとりまとめなど、環境省の要求に基づ

く国民のニーズを満足するシステム構築の基幹的な役割を環境情報センターが担

っていくこととする。
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③研究情報の提供業務

当研究所の研究者カf研究の実施過程で収集、加工等を行って得たデータに

ついて、広く一般に提供可能な形に整備し、研究所ホームページのコシテン

ツとして公開する。また、研究成果等の研究所に関する情報が研究所ホーム

ページを通じてより利用されやすくするため、ウェブ・アクセシビリティに

配慮したコンテンツ等の改善に着手する。

17年度計画の位置づけ

研究所の研究成果について、研究所ホームページからの積極的な発信を進めるた

め、所内研究者に対して情報技術的側面から支援を行う。

また、 16年6月20日に公示された JI S X 8341-3: r高齢者・障害者等配

慮設計指針ー情報通信における機器、ソフトウェア及びサービスー第3部:ウェブ

コンテンツ』への対応を進め、既に作成・公開済みのコンテンツも含めた改善を進

める。

差蓋皇室蓋

一分かりやすい情報の提供を目指して 15年度に研究所ホームページから公開し

た iNI E S子どものぺージーいま地球カfたいへん!-Jについて全面的な見直

しを行い、研究所の最新の研究成果も反映した子ども向けのコンテンツとして再

編を行った。

また、このコンテンツから iO&AJの部分を抽出して「いま地球がたいへん l

O&A60Jとして編集した上で、市販本(国立環境研究所編、丸善株式会社発

行)として発行し、研究所の PR及び分かりやすい環境情報の普友に努めた。

-1 7年度は、次の事項について研究者への情報技術的協力・支援を行った。

.iEnvMethodJのシステム移植支援

化学物質環境リスク研究センターが 15年度に公開を開始した環境測定法デ

ータベース iEnvMethodJは、同センター内に設置のパソコンにより運

用されてきたが、パソコンの不調、専任エンジニアの不在等から、常に安定した

運用を図ることは望めなかった。このため、このデータベースを環境情報センタ

ーが管理するデータベースサーバに移植することとし、安定運用に寄与した。

. i公開シンポジウム 20 0 5報告」のストリーミング配信支援

恒例化した研究所の公開シンポジウムの報告として、 17年度に東京及び京都

で開催したシンポジウムの模様を、研究所ホームページからストリーミング(音

声付き動画)配信をするための'情報技術的な支援を行った。

. i環境標準試料」コンテンツの作成支援
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環境基盤研究技術ラボラトリーが環境標準試料の頒布案内も兼ねて 15年度

に研究所ホームページから公開を開始した「環境標準試料」のコンテンツについ

て全面的な協力・支援を行い、内容を更新するとともに、圏外からのニ ズにも

対応するための芙文ぺージを新たに作成した。

. 1つくば‘大気質モニタリングデータJコンテンツの作成支援

環境基盤研究技術ラボラトリーが大気成分の測定に関する精度管理研究業務の

一環として研究所内の大気モニタ一棟において測定してきた大気成分のモニタリ

ングデータについて、その一部(過去 10年間の測定データ)を研究所ホームペー

ジから公開するにあたり、コンテンツ構成やデータ加工等の協力・支援を行った。

一研究所ホームページについては、 14年度から年報、特別研究報告、環境儀のイ也、

過去の研究報告、業務報告についても本文や画像等を含め全文ホームページで閲

覧が可能となっているが、 17年度においても、新規の報告書等の掲載を進めた。

一所内研究ユニット等とも連携し、研究所ホームページを通じて国立環境研究所の

最新情報や研究成果・データベースの発信を積極的に行うとともに、各研究ユニ

ットからの情報発信を支援した。 17年度中に公開を開始した主なコンテンツは、

以下のとおりである。(資料 54) 

阿 コンテンツ等名称 主担当研究ユニット等 | 
。共同研究等関連のホームページ

1 I~蜘ng River白回将附t師恥nI tor I勾 (M恥e旺 |地球環境研究センター
(アジア国際河川生態系長期モ二台リングウェブサイト)

0データベース

2 ILAS-IIデ一歩提供システム(衛星観測デ一台) 地球策境研究セン安一

3 つくば大気質モ二宮リングデ タ 環境基盤研究技術ラボラトリー|

4 化学物質定性支援ソフトウェア MsMsFi I ter 
循環型社会形成推進・廃棄物研
究センゴ言

0個別研究等成果

5 脱温暖化 2050研究プロジェクトホームページ 社会環境システム研究領域

6 
ナノァヲノロジーを活用した環境技術開発推進事業に関

化学環境研究領域
するホームページ

7 環境標準試料[リニュー7ル】 環境基盤研究技術ラボラトリ

0分かりやすい情報発信、その他

B 
見て、読んで理解する地球温暖化資料集

地球環境研究センヲー
「地球温暖化の予測j

9 
見て、読んで理解する地球温暖化資料集

地球環境研究セン空
「一酸化炭素の増加(大気蓄積)J

10 
NIES子供のベジ

環境情報セン空ー
いま地球がたいへん l [リーューアル]

11 公開シンポジウム 20 0 5報告(動画配信) 主任研究企画官室
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ーこれら 11件のうち、環境情報センターが作成又は作成支援したものは 4件で

あった。また、分かりやすい情報発信を目指した結果、 4件が専門知識のない

一般国民を対象とするコンテンツとなっており、その他のコンテンツにおいて

も、研究者や専門家でなくても理解できる内容を心がけている。

ーウェブ・アクセシビリティに配慮したコンテンツ等の改善については、 JIS

X 8341-3 : r高齢者・障害者等配慮設計指針ー情報通信における機器、ソフト

ウェア及びサービスー第 3部:ウェブコンテンツJへの対応を進めた。 17年

度は研究所ホームページの既存コンテンツのうち、約 500ぺージについて音

声読み上げ、ソフト (1BMのホームページリーダーバージョン 3.01Windows 
版)に対応させる改善を行った。

-1 7年度における国立環境研究所ホームページの利用ヒット(ページビ、ュー)

件数は、月平均約 20 7万件、年度総計約 2. 5 0 0万件であった。 16年度

の利用ヒット件数は、それぞれ約 15 7万件、約 1. 9 0 0万件であり、 17 

年度は 16年度に比べて 30%ほど増加している。

(注)ページアクセス件数は、 1ページ内に複数のファイル (HT M  Lや画像ファ

イル等)が含まれている場合、そのファイル数すべてをカウン卜する方式であ

り、これが‘システム統計上では一般的であるため、 15年度まではこのカウン

卜法をt采用してきた。しかし、 1ページにアクセスしたときに1f牛とカウン卜

(ページビ‘ュー)する方が自然であると思われるため、 16年度からはぺージ

ビュ一方式でのカウン卜に変更した。ただし、比較のため、 16年度友び 17 

年度についてもページアクセス方式での件数も取得している。
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自己評価と今後の対応

研究所の研究成果等を発信するための媒体として研究所ホームページはその強

力な手段であるが、その発信元(研究者)のすべてがこの手段を自ら活用できるわ

けではない。このため、環境情報センターの積極的な協力・支援が求められており、

1 7年度においても上記の実績に記したような事項を中心とした業務を行った。

研究者等が独自に作成・公開したコンテンツも含めて研究所ホームページの充実

が図られてきており、ホームページの利用件数も年々増加している。 15年度以前

との比較のためにぺージアクセス件数を見ると、中期計画開始年度の 13年度に比

べて最終年度の 17年度は約 2. 3倍と大幅な伸びとなっている。

研究所ホームページについては、研究成果等の効率的・効果的な発信の観点から、

今後とも引き続き、新規コンテンツの作成や既存コンテンツの更新を進める。

ウェブ・アクセシビリティに関しては、 16年度に環境情報センターが主催した

「環境情報ネットワーク研究会J(主な参加者は、地方環境研究所情報担当者。)に

おいてこれをメインテーマとして理解・知見を深めたことを基礎として、 17年度

に最初の取組を行い、既存ページのうち約 50 0ページについて改善を進めること

ができた。

今後とも、新たに作成するコンテンツは当初からウ工ブ・アクセシビリティに配

慮することは当然のこととし、既に作成・公開済みのコンテンツについても未対応

のものは引き続き改善を進める。
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第 3.予算(人件費の見積もりを含む。)、収支計画友ぴ資金計画

( 1 )予算

( 2 )収支計画

( 3 )資金計画

平成 17年度収支予算

平成 17年度収支計画

平成 17年度資金計画

17年度計薗の位置づけ

中期計画に基づき、年度当初に作成した収支予算等の適切な実施を図る。

童蓋旦室盤

1 7年度予算の執行状況は、次のとおりであった。

1 7年度予算の執行状況 (単位:千円)

区 分 予算額 執行額 備 考

運営費交付金 9，963，673 9，877，741 

業務経費 6，352司429 6，228，635 

[内訳]

研究費 3，889，674 3噌 677，643

大型施設等関係経費 1噌 727，820 1，714，059 

光熱水料 333，185 464噌 879

研究業務関連共通経費 401，750 372，054 

人件費 2，962噌 190 2，994司958

一般管理費 649，054 654，148 

受託経費等 3，956噌 685 3，932，316 

施設整備費 414，887 414，852 

4Ebコh 言十 14司335，245 14噌 224，909
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注)経費等の予算額は収入額を、施設整備費の予算額は執行可能額を示す。

この表の他に、臨時利益として損害保険金受取 80，364千円友ぴ災害復旧費

71，278千円がある。

ーその他の状況は、財務諸表に示す。

盟連童担

別添 平成 17年度財務諸表

60 



第4.その他業務運営に関する事項

( 1 )施設・設備に関する計画

平成 17年度は、中期計画に基づき、計画的に施設・設備を取得・整備す

るとともに、業務の実施状況友び老朽化度合等を勘案し、施設・設備の改修・

更新を行うものとする。

17年度計画の位置づけ

中期計画に基づき、施設等の状況を勘案しつつ、施設・設備の整備、改修等

を行う。

差韮旦室量

一中期計画の施設・設備に関する計画に基づき、国の施設整備費補助金を得て、

計画的に施設・設備の整備等を行った。(資料55) 

ーその他、老朽化により緊急に対策が必要となった液体窒素タンクの更新及び

タイムカプセル事業に不可欠な野生動物検疫施設の整備を行った。また、所

内アスベスト対策として優先的に対策を講じる必要があると判断された 3施

設についてアスベスト除去工事を実施した。(資料 15参照)

盟運重型

資料55 施設等の整備に関する計画

自己評価と今後の対応

関連予算を活用し、必要な施設・設備の整備、改修等を進めた。引き続き、

計画的な実施を図る。
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( 2 )人事に関する計画

中期計画に基づき、重点、特別研究プロジェクト友ぴ政策対応型調査・研究

の業務に対応するため、弾力的な研究者の配置を図るとともに、管理・支援

部門については、研究支援の質の低下を招かないよう配慮しつつ、アウトソ

ーシング等事務の効率化に努める。

17年度計画の位置づけ

中期計画に基づき、重点特別研究プロジェクト等への研究者の弾力的な配置

と、管理・支援業務の体制の効率化を図る。

差蓋旦室鍾

1.研究プロジェクト等への研究者の配置、任期付研究員の採用

一多様な専門分野の研究者が分野横断的なプロジ、ェクトで幅広く活動できるよ

う、研究プロジェクト等について職員友び流動研究員等の配置の充実に引き続

き努めた。

1 7年度末現在で、重点特別研究プロジェク卜の 6グループには併任職員友ぴ

流動研究員等の非常勤職員を含め 255人 (24 7人)を、政策対応型調査・

研究の 2センターには同じく 14 1人 (14 3人)を配置している。(資料2

参照)

ーまた、任期付研究員の採用にも引き続き努めた。

1 7年度においては、年度末に任期の満了となる任期付研究員が多くいたこと

等の事情から、採用を上回る転出があり、 17年度末の任期付研究員の実員は

1 6年度末の 34人に比べると 8人の減少となったが、任期付研究員の割合は

1 2. 8 %であり、同割合を 13%程度とする中期計画の目標は、達成してい

る。(資料3参照)

2.管理部門に係る効率化

一研究企画、人事・会計・施設管理及び監査等の業務に対しては、管理部門の

常勤職員 43人、非常勤職員 24人の計67人をもって対応した。(資料56) 
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管理部門の人員等

1 4年度 1 5年度 1 6年度 1 7年度

管理部門の人員 7 0人 7 4人 7 5人 6 7人

研究等部門の人員 6 0 3人 67 4入 690人 7 0 0人

研究所の予算 134億円 14 H意円 1 3 9億円 132億円

注)人員は常勤職員と非常勤職員の合計、予算は運営費交付金と自己収入の合計。

-， 7年度の管理部門の職員数の内訳は、常勤職員が43人(対前年5人減)、

事務補助として雇用している非常勤職員が 24人(対前年3人減)であり、

研究部門の人員の増加等、管理部門での業務の増加要因にはこのほか派遣職

員で対応している状況である。

園連宣型

資料 56

資料57 

管理部門の人員等の推移

平成， 7年度国立環境研究所の勤務者数

自己評価と今後の対応

研究等の業務ニーズに対応すべく、研究員配置の充実、任期付研究員の採用

及び管理部門の効率的な業務運営に努めた。

今後も、研究支援の質の低下を招かないよう配慮した管理・支援業務の体制

の効率化を一層図っていく。
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( 3 )その他

-職員の健康管理について

-職員の健康を確保し就労環境を良好に維持・改善するため、職員の健康診断、

産業医による健康相談、衛生管理者による所内巡視、作業環境測定、業務に起

因する負傷や病気を把握し予防対策に役立てるためのデータ収集等を実施し

た。また、メンタルヘルス対策として、専門医療機関と契約し随時カウンセリ

ングを受けられるよう体制を整備するとともに、生活習慣病の予防・改善に向

けた健康づくりに資するため、体力測定会を実施した。(資料 58) 

盟連童担

資料58 平成 17年度における安全衛生管理の状況
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